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輪之内町地域防災計画修正概要（令和５年８月）

 岐阜県地域防災計画の修正（令和５年３月）に伴う修正

 令和４年度改正に対する岐阜県各所管部門からの意見への対応

共通事項

【数値等の時点修正】総則

 防災基本計画の修正に伴う修正

 各種データの更新による修正（道路・土地利用の現況等）

○修正の主な内容

【岐阜県地域防災計画との整合】地震に強いまちづくり

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】災害復旧計画

一般対策編

【岐阜県地域防災計画との整合】原子力災害事前対策

 様式48号の5(避難者名簿一覧表)、様式48号の6(避難所ペット登録台帳)及び様式
 第48号の7(避難所用物品受払簿)の修正　　※避難所開設訓練の検証を基に見直し

 各種データの更新による修正（町保有防災資機材、消防水利等）

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】防災思想の普及啓発

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】災害予防計画

【県指定河川(大榑川)の浸水想定区域の指定に伴う修正】
　　　　　　　　　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】災害対策本部運用計画

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】災害情報の収集・伝達計画

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】避難対策

【防災基本計画の修正及び県計画との整合】水防計画

 防災関連協定の追加

資料編
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担
 

 
 

 
 

当
 

 
 

 
 

者
 

分
 

担
 

任
 

務
 

部 長 危 機 管 理 課

長(兼 本 部 員 ) 

本 部  職  員  

（
略

）
 

（
略

）
 

本 部 連 絡 員 

所
 
属

 
部

 
担

 
 

当
 

 
職

 
連

 
 

絡
 

 
事

 
 

項
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

衛
生

部
 

住
民

課
長

補
佐
 

衛
生
部
に
関
す
る
事
項
の
連
絡
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
５

 
現

地
本

部
 

 
 

（
略

）
 

 第
２

章
 

災
害

予
防

計
画

 
第

１
節

 
総

則
 

１
 

基
本

方
針

 
 

 
（

略
）

 
 ２

 
推

進
体

制
 

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 (
4
)
 
関

係
機

関
と

連
携

し
た

防
災

対
策

の
整

備
 

平
常

時
か

ら
町

お
よ

び
県

関
係

機
関

間
や

、
企

業
等

と
の

間
で

協
定

の
締

結
や

連
絡

手
段

の
確

保
な

ど
の

、
連

携
強

化
を

進
め

る
こ

と
に

よ
り

、
災

害
時

に
各

主
体

が
迅

速
か

つ
効

果
的

な
災

害
応

急
対

策
等

が
行

え
る

よ
う

に
努

め
る

も
の

と
し

、
協

定
締

結
な

ど
の

連
携

強
化

に
当

た
っ

て
は

、
訓

練
等

を
通

じ
て

、
災

害
時

の
連

絡
先

、
要

請
手

                時
点

修
正

（
組

織
）

 
                    



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 4
 
-

  
 

   
  

    
1
8
 

                        

続
き

等
の

確
認

を
行

う
な

ど
、

実
効

性
の

確
保

に
留

意
す

る
も

の
と

す
る

。
 

特
に

、
災

害
時

に
お

い
て

は
状

況
が

刻
々

と
変

化
し

て
い

く
こ

と
と

、
詳

細
な

情
報

を
伝

達
す

る
い

と
ま

が
な

い
こ

と
か

ら
、

情
報

の
発

信
側

が
意

図
し

て
い

る
こ

と
が

伝
わ

ら
な

い
事

態
が

発
生

し
や

す
く

な
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

を
未

然
に

防
ぐ

観
点

か
ら

、
関

係
機

関
は

、
防

災
対

策
の

検
討

等
を

通
じ

て
、

お
互

い
に

平
時

か
ら

災
害

時
の

対
応

に
つ

い
て

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
っ

て
お

く
こ

と
等

に
よ

り
、「

顔
の

見
え

る
関

係
」
を

構
築

し
信

頼
感

を
醸

成
す

る
よ

う
努

め
る

と
と

も
に

、
過

去
の

災
害

対
応

の
教

訓
の

共
有

を
図

る
な

ど
、

訓
練

・
研

修
等

を
通

じ
て

、
構

築
し

た
関

係
を

持
続

的
な

も
の

に
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
加

え
て

、
町

、
県

等
の

防
災

関
係

機
関

は
、
他

の
関

係
機

関
と

連
携

の
上

、
災

害
時

に
発

生
す

る
状

況
を

予
め

想
定

し
、

各
機

関
が

実
施

す
る

災
害

対
応

を
時

系
列

で
整

理
し

た
防

災
行

動
計

画
（

タ
イ

ム
ラ

イ
ン

）
に

つ
い

て
、
災

害
対

応
の

検
証

等
を

踏
ま

え
、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

う
と

と
も

に
、

平
時

か
ら

訓
練

や
研

修
等

を
実

施
し

、
同

計
画

の
効

果
的

な
運

用
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

ま
た

 
 

、
民

間
事

業
者

に
委

託
可

能
な

災
害

対
策

に
係

る
業

務
（

被
災

情
報

の
整

理
、

支
援

物
資

の
管

理
・

輸
送

、
避

難
者

の
運

送
等

）
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
町

お
よ

び
県

は
、
民

間
事

業
者

と
の

間
で

協
定

を
締

結
し

て
お

く
、

輸
送

拠
点

と
し

て
利

用
可

能
な

民
間

事
業

者
の

管
理

す
る

施
設

を
把

握
し

て
お

く
な

ど
協

力
体

制
を

構
築

し
、

民
間

事
業

者
の

ノ
ウ

ハ
ウ

や
能

力
等

を
活

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(
5
)
か

ら
(
8
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
２

節
か

ら
第

５
節

ま
で

 
（

略
）

 
 第

６
節

 
建

築
物

災
害

予
防

計
画

 
 

１
 

建
築

物
防

災
知

識
の

普
及

 
 

(
1
)
 
既

存
建

物
の

保
全

対
策

 
 

 
 

（
略

）
 

 

続
き

等
の

確
認

を
行

う
な

ど
、

実
効

性
の

確
保

に
留

意
す

る
も

の
と

す
る

。
 

特
に

、
災

害
時

に
お

い
て

は
状

況
が

刻
々

と
変

化
し

て
い

く
こ

と
と

、
詳

細
な

情
報

を
伝

達
す

る
い

と
ま

が
な

い
こ

と
か

ら
、

情
報

の
発

信
側

が
意

図
し

て
い

る
こ

と
が

伝
わ

ら
な

い
事

態
が

発
生

し
や

す
く

な
る

。
こ

の
よ

う
な

こ
と

を
未

然
に

防
ぐ

観
点

か
ら

、
関

係
機

関
は

、
防

災
対

策
の

検
討

等
を

通
じ

て
、

お
互

い
に

平
時

か
ら

災
害

時
の

対
応

に
つ

い
て

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
っ

て
お

く
こ

と
等

に
よ

り
、「

顔
の

見
え

る
関

係
」
を

構
築

し
信

頼
感

を
醸

成
す

る
よ

う
努

め
る

と
と

も
に

、
過

去
の

災
害

対
応

の
教

訓
の

共
有

を
図

る
な

ど
、

訓
練

・
研

修
等

を
通

じ
て

、
構

築
し

た
関

係
を

持
続

的
な

も
の

に
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
加

え
て

、
町

、
県

等
の

防
災

関
係

機
関

は
、

他
の

関
係

機
関

と
連

携
の

上
、

災
害

時
に

発
生

す
る

状
況

を
予

め
想

定
し

、
各

機
関

が
実

施
す

る
災

害
対

応
を

時
系

列
で

整
理

し
た

防
災

行
動

計
画

（
タ

イ
ム

ラ
イ

ン
）

に
つ

い
て

、
災

害
対

応
の

検
証

等
を

踏
ま

え
、

必
要

に
応

じ
て

見
直

し
を

行
う

と
と

も
に

、
平

時
か

ら
訓

練
や

研
修

等
を

実
施

し
、

同
計

画
の

効
果

的
な

運
用

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
そ

の
他

に
、

民
間

事
業

者
に

委
託

可
能

な
災

害
対

策
に

係
る

業
務

（
被

災
情

報
の

整
理

、
支

援
物

資
の

管
理

・
輸

送
、

避
難

者
の

運
送

等
）
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
町

お
よ

び
県

は
、
民

間
事

業
者

と
の

間
で

協
定

を
締

結
し

て
お

く
、

輸
送

拠
点

と
し

て
利

用
可

能
な

民
間

事
業

者
の

管
理

す
る

施
設

を
把

握
し

て
お

く
な

ど
協

力
体

制
を

構
築

し
、

民
間

事
業

者
の

ノ
ウ

ハ
ウ

や
能

力
等

を
活

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(
5
)
か

ら
(
8
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
２

節
か

ら
第

５
節

ま
で

 
（

略
）

 
 第

６
節

 
建

築
物

災
害

予
防

計
画

 
 

１
 

建
築

物
防

災
知

識
の

普
及

 
 

(
1
)
 
既

存
建

物
の

保
全

対
策

 
 

 
 

（
略

）
 

 

            防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
                      



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 5
 
-

  
2
4
 

      
2
4
 

           
2
6
 

               

(
2
)
 
建

築
基

準
法

等
の

遵
守

 
建

築
物

の
敷

地
、

構
造

及
び

用
途

等
が

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
に

適
合

す
る

よ
う

、
県

で
は

建
築

確
認

審
査

業
務

を
行

っ
て

い
る

の
で

、
町

に
お

い
て

も
一

般
住

民
に

対
し

て
法

の
遵

守
の

広
報

を
行

う
。

 
 

 
２

か
ら

３
ま

で
 

（
略

）
 

 
４

 
空

き
家

等
の

状
況

の
確

認
 

 
 

町
は

、
平

常
時

よ
り

、
災

害
に

よ
る

被
害

が
予

測
さ

れ
る

空
き

家
等

の
状

況
の

確
認

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 

第
７

節
 

火
災

予
防

計
画

 
１

 
消

防
組

織
 

 
（

略
）

 
 ２

 
消

防
力

の
整

備
強

化
 

(
1
)
消

防
力

の
強

化
 

 
 

 
（

略
）

 
  

(
2
)
消

防
水

利
の

確
保

 
町

は
、
消

防
水

利
の

基
準

に
適

合
す

る
よ

う
適

正
配

置
と

同
時

多
発

災
害

、
消

火
栓

使
用

不
能

事
態

等
に

備
え

た
水

利
の

多
様

化
を

図
る

。
 

ア
 

防
火

水
槽

等
の

整
備

を
図

る
。

 
イ

 
緊

急
水

利
と

し
て

利
用

で
き

る
河

川
、

池
、

プ
ー

ル
等

を
把

握
し

て
お

き
、

水
利

の
多

様
化

を
図

る
。

 
消

防
水

利
の

現
況

 （
令

和
４

年
４

月
１

日
現

在
）

 

消
火

栓
 

防
火

水
槽

 
井

戸
 

耐
震
性
貯
水
槽
 

そ
の

他
 

３
１

３
 

５
８

 
１

０
２

 
３

 
１

７
 

  
３

か
ら

８
ま

で
 

（
略

）
 

 
第

８
節

 
危

険
物

等
災

害
予

防
計

画
 

（
略

）
 

(
2
)
 
建

築
基

準
法

等
の

遵
守

 
建

築
物

の
敷

地
、
構

造
及

び
用

途
等

が
建

築
基

準
法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
に

適
合

す
る

よ
う

、
県

で
は

建
築

確
認

審
査

業
務

を
行

っ
て

い
る

の
で

、
町

に
お

い
て

 
も

一
般

住
民

に
対

し
て

法
の

遵
守

の
広

報
を

行
う

。
 

 
２

か
ら

３
ま

で
 

（
略

）
 

 
４

 
空

 
家

等
の

状
況

の
確

認
 

 
 

町
は

、
平

常
時

よ
り

、
災

害
に

よ
る

被
害

が
予

測
さ

れ
る

空
 

家
等

の
状

況
の

確
認

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 

第
７

節
 

火
災

予
防

計
画

 
１

 
消

防
組

織
 

 
（

略
）

 
 ２

 
消

防
力

の
整

備
強

化
 

(
1
)
消

防
力

の
強

化
 

 
 

 
（

略
）

 
  

(
2
)
消

防
水

利
の

確
保

 
町

は
、
消

防
水

利
の

基
準

に
適

合
す

る
よ

う
適

正
配

置
と

同
時

多
発

災
害

、
消

火
栓

使
用

不
能

事
態

等
に

備
え

た
水

利
の

多
様

化
を

図
る

。
 

ア
 

防
火

水
槽

等
の

整
備

を
図

る
。

 
イ

 
緊

急
水

利
と

し
て

利
用

で
き

る
河

川
、
池

、
プ

ー
ル

等
を

把
握

し
て

お
き

、
水

利
の

多
様

化
を

図
る

。
 

消
防

水
利

の
現

況
 
（

令
和

５
年

４
月

１
日

現
在

）
 

消
火

栓
 

防
火

水
槽

 
井

戸
 

耐
震
性
貯
水
槽
 

そ
の

他
 

３
１

１
 

５
７

 
１

０
３

 
３

 
１

７
 

 ３
か

ら
８

ま
で

 
（

略
）

 
 

第
８

節
 

危
険

物
等

災
害

予
防

計
画

 
（

略
）

 

  県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

 
     字

句
修

正
（

岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
）

 
                 数

値
の

時
点

修
正

 
       



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 6
 
-

    
3
1
 

                 
 

              

 
第

９
節

 
防

災
思

想
の

普
及

計
画

 
 

１
か

ら
３

ま
で

 
（

略
）

 
  

４
 

住
民

に
対

す
る

教
育

 
 

 
 

（
略

）
 

 
(
1
)
教

育
内

容
 

 
○

共
通

事
項

 
⇒

 「
最

低
３

日
間

、
推

奨
１

週
間

」
分

の
食

料
、
飲

料
水

、
携

帯
ト

イ
レ

、
簡

易
ト

イ
レ

、
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

等
の

備
蓄

、
非

常
持

出
品
（

救
急

箱
、
懐

中
電

灯
、
ラ

ジ
オ

、
乾

電
池

等
）
の

準
備

、
各

個
人

に
と

っ
て

最
も

重
要

な
も

の
（

常
備

薬
、
コ

ン
タ

ク
ト

レ
ン

ズ
、
イ

ン
シ

ュ
リ

ン
、
医

療
器

具
な

ど
）
の

と
り

ま
と

め
。

自
動

車
へ

の
こ

ま
め

な
満

タ
ン

給
油

、
負

傷
の

防
止

や
避

難
路

の
確

保
の

観
点

か
ら

家
具
・

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
転

倒
防

止
対

策
、
飼

い
主

に
よ

る
家

庭
動

物
と

の
同

行
避

難
や

避
難

所
で

の
飼

養
に

つ
い

て
の

準
備

。
保

険
・
共

済
等

の
生

活
再

建
に

向
け

た
事

前
の

備
え

等
の

家
庭

で
の

予
防

・
安

全
対

策
。
避

難
行

動
へ

の
負

担
感

、
過

去
の

被
災

経
験

等
を

基
準

に
し

た
災

害
に

対
す

る
危

険
性

の
認

識
、
自

分
は

災
害

に
遭

わ
な

い
と

い
う

思
い

込
み
（

正
常

性
バ

イ
ア

ス
）
等

を
克

服
し

、
避

難
行

動
を

取
る

べ
き

タ
イ

ミ
ン

グ
を

逸
す

る
こ

と
な

く
適

切
な

行
動

を
と

る
こ

と
。

指
定

緊
急

避
難

場
所

、
安

全
な

親
戚

・
知

人
宅

、
ホ

テ
ル

・
旅

館
等

の
避

難
場

所
、
避

難
経

路
等

の
確

認
。

様
々

な
条

件
下

（
家

屋
内

、
路

上
、

自
動

車
運

転
中

等
）

で
災

害
時

に
と

る
べ

き
行

動
、

避
難

場
所

や
避

難
所

で
の

行
動

。
災

害
時

の
家

族
内

の
連

絡
体

制
等
（

避
難

方
法

や
避

難
ル

ー
ル

の
取

決
め

等
）
に

つ
い

て
、
あ

ら
か

じ
め

決
め

て
お

く
こ

と
。

広
域

避
難

の
実

効
性

を
確

保
す

る
た

め
の

、
通

常
の

避
難

と
の

相
違

点
を

含
め

た
広

域
避

難
の

考
え

方
。

家
屋

が
被

災
し

た
際

に
片

付
け

や
修

理
の

前
に

、
家

屋
の

内
外

の
写

真
を

撮
影

す
る

な
ど

、
生

活
の

再
建

に
資

す
る

行
為

。
 

 
○

一
般

災
害

等
 

（
略

）
 

第
９

節
 

防
災

思
想

の
普

及
計

画
 

１
か

ら
３

ま
で

 

（
略

）
 

 
 

４
 

住
民

に
対

す
る

教
育

 
 

 
 

（
略

）
 

 
(
1
)
教

育
内

容
 

 
○

共
通

事
項

 
⇒

 「
最

低
３

日
間

、
推

奨
１

週
間

」
分

の
食

料
、
飲

料
水

、
携

帯
ト

イ
レ

、
簡

易
ト

イ
レ

、
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

等
の

備
蓄

、
非

常
持

出
品
（

救
急

箱
、
懐

中
電

灯
、
ラ

ジ
オ

、
乾

電
池

等
）
の

準
備

、
各

個
人

に
と

っ
て

最
も

重
要

な
も

の
（

常
備

薬
、
コ

ン
タ

ク
ト

レ
ン

ズ
、
イ

ン
シ

ュ
リ

ン
、
医

療
器

具
な

ど
）
の

と
り

ま
と

め
。

自
動

車
へ

の
こ

ま
め

な
満

タ
ン

給
油

、
負

傷
の

防
止

や
避

難
路

の
確

保
の

観
点

か
ら

家
具
・

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
転

倒
防

止
対

策
、
飼

い
主

に
よ

る
家

庭
動

物
と

の
同

行
避

難
や

避
難

所
で

の
飼

養
に

つ
い

て
の

準
備

。
保

険
・
共

済
等

の
生

活
再

建
に

向
け

た
事

前
の

備
え

等
の

家
庭

で
の

予
防

・
安

全
対

策
。
避

難
行

動
へ

の
負

担
感

、
過

去
の

被
災

経
験

等
を

基
準

に
し

た
災

害
に

対
す

る
危

険
性

の
認

識
、
自

分
は

災
害

に
遭

わ
な

い
と

い
う

思
い

込
み
（

正
常

性
バ

イ
ア

ス
）
等

を
克

服
し

、
避

難
行

動
を

取
る

べ
き

タ
イ

ミ
ン

グ
を

逸
す

る
こ

と
な

く
適

切
な

行
動

を
と

る
こ

と
。

指
定

緊
急

避
難

場
所

、
安

全
な

親
戚

・
知

人
宅

、
ホ

テ
ル

・
旅

館
等

の
避

難
場

所
、
避

難
経

路
等

の
確

認
。

様
々

な
条

件
下

（
家

屋
内

、
路

上
、

自
動

車
運

転
中

等
）

で
災

害
時

に
と

る
べ

き
行

動
、

避
難

場
所

や
避

難
所

で
の

行
動

。
災

害
時

の
家

族
内

の
連

絡
体

制
等
（

避
難

方
法

や
避

難
ル

ー
ル

の
取

決
め

等
）
に

つ
い

て
、
あ

ら
か

じ
め

決
め

て
お

く
こ

と
。

広
域

避
難

の
実

効
性

を
確

保
す

る
た

め
の

、
通

常
の

避
難

と
の

相
違

点
を

含
め

た
広

域
避

難
の

考
え

方
。

家
屋

が
被

災
し

た
際

に
片

付
け

や
修

理
の

前
に

、
家

屋
の

内
外

の
写

真
を

撮
影

す
る

な
ど

、
生

活
の

再
建

に
資

す
る

行
為

。
 

○
一

般
災

害
等

 
（

略
）

 

                        岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
（

県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

）
 

         



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 7
 
-

         
3
2
 

               
3
5
 

           

 
○

地
震

関
連

 
 

（
略

）
 

 
○

原
子

力
関

連
 

（
略

）
 

  
(
2
)
教

育
方

法
 

（
略

）
 

 
 

５
職

員
等

に
対

す
る

教
育

 
 

（
略

）
 

 
 

６
 

学
校

教
育

に
お

け
る

防
災

教
育

 
町

は
、
学

校
に

お
け

る
体

系
的

か
つ

地
域

の
災

害
リ

ス
ク

に
基

づ
い

た
防

災
教

育
に

関
す

る
指

導
内

容
の

整
理

、
防

災
教

育
の

た
め

の
指

導
時

間
の

確
保

な
ど

、
防

災
に

関
す

る
教

育
の

充
実

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
学

校
に

お
い

て
、
外

部
の

専
門

家
や

保
護

者
等

の
協

力
の

下
、
防

災
に

関
す

る
計

画
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

が
行

わ
れ

る
よ

う
促

す
も

の
と

す
る

。
 

 
７

 
災

害
伝

承
 

（
略

）
 

 
 

第
１

０
節

 
防

災
訓

練
計

画
 

 
１

か
ら

８
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

９
 

訓
練

の
検

証
 

町
は

、
職

員
の

安
全

確
保

を
図

り
つ

つ
、
効

率
的

な
救

助
・
救

急
活

動
を

行
う

た
め

、「
顔

の
見

え
る

関
係

」
を

構
築

し
信

頼
感

を
醸

成
す

る
よ

う
努

め
、

相
互

の
連

携
体

制
の

強
化

を
図

る
と

と
も

に
、

職
員

の
教

育
訓

練
を

行
い

、
救

助
・
救

急
機

能
の

強
化

を
図

り
、
訓

練
成

果
を

取
り

ま
と

め
、

訓
練

で
の

課
題

等
を

整
理

し
、

必
要

に
応

じ
て

改
善

措
置

を
講

じ
る

と
と

も
に

、
次

回
の

訓
練

に
反

映
さ

せ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
第

１
１

節
か

ら
第

１
３

節
ま

で
 

（
略

）
 

 
 

 
○

地
震

関
連

 
 

（
略

）
 

 
○

原
子

力
関

連
 

（
略

）
 

  
(
2
)
教

育
方

法
 

（
略

）
 

 
 

５
職

員
等

に
対

す
る

教
育

 
 

（
略

）
 

 
 

６
 

学
校

教
育

に
お

け
る

防
災

教
育

 
町

は
、
学

校
に

お
け

る
体

系
的

か
つ

地
域

の
災

害
リ

ス
ク

に
基

づ
い

た
防

災
教

育
に

関
す

る
指

導
内

容
の

整
理

、
防

災
教

育
の

た
め

の
指

導
時

間
の

確
保

な
ど

、
防

災
に

関
す

る
教

育
の

充
実

及
び

消
防

団
員

や
防

災
士

等
が

参
画

し
た

体
験

的
・
実

践
的

な
防

災
教

育
の

推
進

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
学

校
に

お
い

て
、
外

部
の

専
門

家
や

保
護

者
等

の
協

力
の

下
、
防

災
に

関
す

る
計

画
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

策
定

が
行

わ
れ

る
よ

う
促

す
も

の
と

す
る

。
 

 
７

 
災

害
伝

承
 

（
略

）
 

 
第

１
０

節
 

防
災

訓
練

計
画

 
 

１
か

ら
８

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
９

 
訓

練
の

検
証

 
町

は
、
職

員
の

安
全

確
保

を
図

り
つ

つ
、
効

率
的

な
救

助
・

救
急

活
動

を
行

う
た

め
、
「

顔
の

見
え

る
関

係
」

を
構

築
し

信
頼

感
を

醸
成

す
る

よ
う

努
め

、
相

互
の

連
携

体
制

の
強

化
を

図
る

と
と

も
に

、
職

員
の

教
育

訓
練

を
行

い
、
救

助
・

救
急

機
能

の
強

化
を

図
り

、
訓

練
成

果
を

取
り

ま
と

め
、
訓

練
で

の
課

題
等

を
整

理
し

、
必

要
に

応
じ

て
改

善
措

置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
次

回
の

訓
練

に
反

映
さ

せ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
第

１
１

節
か

ら
第

１
３

節
ま

で
 

（
略

）
 

 

            防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
            防

災
基

本
計

画
の

修
正

及
び

岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

       



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 8
 
-

        
4
4
 

                            

第
１

４
節

 
避

難
対

策
 

１
 

方
針

 
 

 
（

略
）

 
 

２
 

実
施

内
容

 
 

(
1
)
避

難
計

画
の

策
定

 
 

 
 

（
略

）
 

 
(
2
)
 
行

政
区

域
を

越
え

た
広

域
避

難
の

調
整

 
県

及
び

町
は

、
大

規
模

広
域

災
害

時
に

円
滑

な
広

域
避

難
及

び
広

域
一

時
滞

在
が

可
能

と
な

る
よ

う
、
平

時
か

ら
広

域
避

難
等

の
実

施
に

係
る

検
討

を
す

る
と

と
も

に
、
他

の
地

方
公

共
団

体
と

の
応

援
協

定
の

締
結

や
、
広

域
避

難
に

お
け

る
居

住
者

等
及

び
広

域
一

時
滞

在
に

お
け

る
被

災
住

民
（

以
下
「

広
域

避
難

者
」
と

い
う

。
）
の

運
送

が
円

滑
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
運

送
事

業
者

等
と

の
協

定
の

締
結

な
ど

、
災

害
時

の
具

体
的

な
避

難
・

受
入

方
法

を
含

め
た

手
順

等
を

定
め

る
よ

う
、

ま
た

、
住

民
へ

周
知

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

県
及

び
町

は
、
被

災
者

の
所

在
地

等
の

情
報

を
避

難
元

と
避

難
先

の
地

方
公

共
団

体
が

共
有

す
る

仕
組

み
の

円
滑

な
運

用
・
強

化
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
指

定
避

難
所

を
指

定
す

る
際

に
併

せ
て

広
域

避
難

の
用

に
も

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

な
ど

、
他

の
市

町
村

か
ら

の
住

民
等

を
受

け
入

れ
る

こ
と

が
で

き
る

施
設

等
を

あ
ら

か
じ

め
決

定
し

て
お

く
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
県

及
び

町
は

、
訪

日
外

国
人

旅
行

者
等

避
難

誘
導

の
際

に
配

慮
を

要
す

る
来

訪
者

へ
の

情
報

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  
(
3
)
避

難
場

所
・

避
難

所
 

（
略

）
 

ア
 

指
定

緊
急

避
難

場
所

の
指

定
 

 
 

（
略

）
 

イ
 

指
定

避
難

所
の

指
定

 
指

定
避

難
所

に
つ

い
て

は
、
町

は
、
避

難
者

を
滞

在
さ

せ
る

た
め

に
必

要
と

な
る

適
切

な
規

模
を

有
し

、
速

や
か

に
被

災
者

等
を

受
け

入
れ

る
こ

と
等

が
可

能
な

構
造

及
び

設
備

を
有

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
想

定
さ

れ
る

災
害

に
よ

る
影

響
が

比
較

的
少

な
く

、
救

援
物

資
等

の
輸

送
が

比
較

的
容

易
な

場
所

に
あ

る
も

の
を

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、

第
１

４
節

 
避

難
対

策
 

１
 

方
針

 
 

 
（

略
）

 
 

２
 

実
施

内
容

 
 

(
1
)
避

難
計

画
の

策
定

 
 

 
 

（
略

）
 

 
(
2
)
 
行

政
区

域
を

越
え

た
広

域
避

難
の

調
整

 
県

及
び

町
は

、
大

規
模

広
域

災
害

時
に

円
滑

な
広

域
避

難
及

び
広

域
一

時
滞

在
が

可
能

と
な

る
よ

う
、
平

時
か

ら
広

域
避

難
等

の
実

施
に

係
る

検
討

を
す

る
と

と
も

に
、
他

の
地

方
公

共
団

体
と

の
応

援
協

定
の

締
結

や
、
広

域
避

難
に

お
け

る
居

住
者

等
及

び
広

域
一

時
滞

在
に

お
け

る
被

災
住

民
（

以
下

「
広

域
避

難
者

」
と

い
う

。
）

の
運

送
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

運
送

事
業

者
等

と
の

協
定

の
締

結
な

ど
、
災

害
時

の
具

体
的

な
避

難
・

受
入

方
法

を
含

め
た

手
順

等
を

定
め

る
よ

う
、

ま
た

、
住

民
へ

周
知

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

県
及

び
町

は
、
被

災
者

の
所

在
地

等
の

情
報

を
避

難
元

と
避

難
先

の
地

方
公

共
団

体
が

共
有

す
る

仕
組

み
の

円
滑

な
運

用
・
強

化
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
指

定
避

難
所

を
指

定
す

る
際

に
併

せ
て

広
域

避
難

の
用

に
も

供
す

る
こ

と
に

つ
い

て
定

め
る

な
ど

、
他

の
市

町
村

か
ら

の
住

民
等

を
受

け
入

れ
る

こ
と

が
で

き
る

施
設

等
を

あ
ら

か
じ

め
決

定
し

て
お

く
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
県

及
び

町
は

、
訪

日
外

国
人

旅
行

者
等

避
難

誘
導

の
際

に
配

慮
を

要
す

る
来

訪
者

へ
の

情
報

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
(
3
)
避

難
場

所
・

避
難

所
 

（
略

）
 

ア
 

指
定

緊
急

避
難

場
所

の
指

定
 

 
 

（
略

）
 

イ
 

指
定

避
難

所
の

指
定

 
指

定
避

難
所

に
つ

い
て

は
、
町

は
、
避

難
者

を
滞

在
さ

せ
る

た
め

に
必

要
と

な
る

適
切

な
規

模
を

有
し

、
速

や
か

に
被

災
者

等
を

受
け

入
れ

る
こ

と
等

が
可

能
な

構
造

及
び

設
備

を
有

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
想

定
さ

れ
る

災
害

に
よ

る
影

響
が

比
較

的
少

な
く

、
救

援
物

資
等

の
輸

送
が

比
較

的
容

易
な

場
所

に
あ

る
も

の
を

指
定

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、

          岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

        岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

               



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
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（

一
般

対
策
編
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新

旧
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表
 

 
-
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-

              
4
5
 

          
4
6
 

           

あ
ら

か
じ

め
、
必

要
な

機
能

を
整

理
し

、
備

蓄
場

所
の

確
保

を
進

め
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
学

校
を

指
定

避
難

所
と

し
て

指
定

す
る

場
合

に
は

、
学

校
が

教
育

活
動

の
場

で
あ

る
こ

と
に

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
指

定
避

難
所

と
し

て
の

機
能

は
応

急
的

な
も

の
で

あ
る

こ
と

を
認

識
の

上
、

指
定

避
難

所
と

な
る

施
設

の
利

用
方

法
等

に
つ

い
て

、
事

前
に

教
育

委
員

会
等

の
関

係
部

局
や

地
域

住
民

等
の

関
係

者
と

調
整

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

県
及

び
町

は
、
指

定
避

難
所

と
な

る
公

共
施

設
等

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

や
、

非
常

用
燃

料
の

確
保

、
及

び
、

非
常

用
電

源
、

衛
星

携
帯

電
話

等
の

通
信

機
等

の
整

備
に

加
え

、
排

水
経

路
を

考
慮

し
た

災
害

に
強

い
ト

イ
レ

の
確

保
や

活
用

を
図

る
。
ま

た
、
男

女
の

ニ
ー

ズ
の

違
い

や
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

配
慮

し
た

整
備

を
図

る
と

と
も

に
、
空

調
、
洋

式
ト

イ
レ

な
ど

、
要

配
慮

者
に

も
配

慮
し

た
施

設
・

設
備

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
加

え
て

、
停

電
時

に
お

い
て

も
、

施
設

・
設

備
の

機
能

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
活

用
を

含
め

た
非

常
用

発
電

設
備

等
の

整
備

に
務

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ま

た
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

を
含

む
感

染
症

対
策

の
た

め
、
平

常
時

か
ら

、
指

定
避

難
所

の
レ

イ
ア

ウ
ト

や
動

線
等

を
確

認
し

て
お

く
と

と
も

に
、

感
染

症
患

者
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
を

含
め

、
防

災
担

当
部

局
と

保
健

福
祉

担
当

部
局

が
連

携
し

て
、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
必

要
な

場
合

に
は

、
国

や
独

立
行

政
法

人
等

が
所

有
す

る
研

修
施

設
、
ホ

テ
ル

・
旅

館
等

の
活

用
を

含
め

て
、
可

能
な

限
り

多
く

の
避

難
所

の
開

設
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

町
は

、
指

定
避

難
所

内
の

一
般

避
難

ス
ペ

ー
ス

で
は

生
活

す
る

こ
と

が
困

難
な

障
が

い
者

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
の

要
配

慮
者

の
た

め
、
必

要
に

応
じ

て
福

祉
避

難
所

を
指

定
す

る
よ

う
努

め
、
特

に
、

医
療

的
ケ

ア
を

必
要

と
す

る
者

に
対

し
て

は
、
人

工
呼

吸
器

や
吸

引
器

等
の

医
療

機
器

の
電

源
の

確
保

等
の

必
要

な
配

慮
を

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

し
、

県
は

積
極

的
に

そ
の

協
力

・
支

援
を

行
う

。
 

町
は

、
福

祉
避

難
所

と
し

て
要

配
慮

者
を

滞
在

さ
せ

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
要

配
慮

者
の

円
滑

な
利

用
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
お

り
、
ま

た
、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

要
配

慮
者

が
相

談
等

の
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
が

整
備

さ
れ

、
主

と
し

て
要

配
慮

者
を

滞
在

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
居

室
が

可
能

な
限

り
確

保
さ

れ
る

も
の

を
指

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

あ
ら

か
じ

め
、
必

要
な

機
能

を
整

理
し

、
備

蓄
場

所
の

確
保

を
進

め
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
学

校
を

指
定

避
難

所
と

し
て

指
定

す
る

場
合

に
は

、
学

校
が

教
育

活
動

の
場

で
あ

る
こ

と
に

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
指

定
避

難
所

と
し

て
の

機
能

は
応

急
的

な
も

の
で

あ
る

こ
と

を
認

識
の

上
、

指
定

避
難

所
と

な
る

施
設

の
利

用
方

法
等

に
つ

い
て

、
事

前
に

教
育

委
員

会
等

の
関

係
部

局
や

地
域

住
民

等
の

関
係

者
と

調
整

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

県
及

び
町

は
、
指

定
避

難
所

と
な

る
公

共
施

設
等

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

や
、
非

常
用

燃
料

の
確

保
、
及

び
、
非

常
用

電
源

、
衛

星
携

帯
電

話
等

の
通

信
機

等
の

整
備

に
加

え
、
排

水
経

路
を

考
慮

し
た

災
害

に
強

い
ト

イ
レ

の
確

保
や

活
用

を
図

る
。
ま

た
、
男

女
の

ニ
ー

ズ
の

違
い

や
性

的
マ

イ
ノ

リ
テ

ィ
に

配
慮

し
た

整
備

を
図

る
と

と
も

に
、
空

調
、
洋

式
ト

イ
レ

な
ど

、
要

配
慮

者
に

も
配

慮
し

た
施

設
・
設

備
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
加

え
て

、
停

電
時

に
お

い
て

も
、
施

設
・

設
備

の
機

能
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
活

用
を

含
め

た
非

常
用

発
電

設
備

等
の

整
備

に
務

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ま

た
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

を
含

む
感

染
症

対
策

の
た

め
、

平
常

時
か

ら
、

指
定

避
難

所
の

レ
イ

ア
ウ

ト
や

動
線

等
を

確
認

し
て

お
く

と
と

も
に

、
感

染
症

患
者

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

を
含

め
、

防
災

担
当

部
局

と
保

健
福

祉
担

当
部

局
が

連
携

し
て

、
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

必
要

な
場

合
に

は
、

国
や

独
立

行
政

法
人

等
が

所
有

す
る

研
修

施
設

、
ホ

テ
ル

・
旅

館
等

の
活

用
を

含
め

て
、

可
能

な
限

り
多

く
の

避
難

所
の

開
設

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
指

定
避

難
所

内
の

一
般

避
難

ス
ペ

ー
ス

で
は

生
活

す
る

こ
と

が
困

難
な

障
が

い
者

、
医

療
的

ケ
ア

を
必

要
と

す
る

者
等

の
要

配
慮

者
の

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
福

祉
避

難
所

を
指

定
す

る
よ

う
努

め
、
特

に
、

医
療

的
ケ

ア
を

必
要

と
す

る
者

に
対

し
て

は
、
人

工
呼

吸
器

や
吸

引
器

等
の

医
療

機
器

の
電

源
の

確
保

等
の

必
要

な
配

慮
を

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

し
、

県
は

積
極

的
に

そ
の

協
力

・
支

援
を

行
う

。
 

町
は

、
福

祉
避

難
所

と
し

て
要

配
慮

者
を

滞
在

さ
せ

る
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
要

配
慮

者
の

円
滑

な
利

用
を

確
保

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
お

り
、
ま

た
、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

要
配

慮
者

が
相

談
等

の
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
が

整
備

さ
れ

、
主

と
し

て
要

配
慮

者
を

滞
在

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
居

室
が

可
能

な
限

り
確

保
さ

れ
る

も
の

を
指

定
す

る
も

の
と

す
る

。
 

              防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
          防

災
基

本
計

画
の

修
正

及
び

岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

       



輪
之

内
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町
は

、
福

祉
避

難
所

に
つ

い
て

、
受

入
れ

を
想

定
し

て
い

な
い

避
難

者
が

避
難

し
て

く
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、
必

要
に

応
じ

て
、
あ

ら
か

じ
め

福
祉

避
難

所
と

し
て

指
定

避
難

所
を

指
定

す
る

際
に

、
受

入
れ

対
象

者
を

特
定

し
て

公
示

す
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
前

述
の

公
示

を
活

用
し

つ
つ

、
福

祉
避

難
所

で
受

け
入

れ
る

べ
き

要
配

慮
者

を
事

前
に

調
整

の
上

、
個

別
避

難
計

画
等

を
作

成
し

、
要

配
慮

者
が

、
避

難
が

必
要

と
な

っ
た

際
に

福
祉

避
難

所
へ

直
接

避
難

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

ウ
 

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
 

町
は

、
指

定
避

難
所

の
運

営
を

確
立

す
る

た
め

、
避

難
者

（
自

主
防

災
組

織
等

）
、
施

設
管

理
者

と
の

協
議

に
よ

り
、
予

定
さ

れ
る

避
難

所
ご

と
に

、
事

前
に

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
策

定
し

、
訓

練
等

を
通

じ
て

避
難

所
や

資
機

材
に

関
す

る
必

要
な

知
識

等
の

普
及

に
努

め
る

と
と

も
に

改
善

を
図

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
際

、
住

民
等

へ
の

普
及

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

防
災

リ
ー

ダ
ー

を
は

じ
め

住
民

等
が

主
体

的
に

指
定

避
難

所
を

運
営

で
き

る
よ

う
に

配
慮

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
特

に
、

夏
季

に
は

熱
中

症
の

危
険

性
が

高
ま

る
た

め
、

熱
中

症
の

予
防

や
対

処
法

に
関

す
る

普
及

啓
発

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
避

難
所

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

を
含

む
感

染
症

へ
の

対
応

を
ま

と
め

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
別

途
作

成
し

、
適

宜
更

新
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ま

た
、

指
定

管
理

施
設

が
指

定
避

難
所

と
な

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
指

定
管

理
者

と
の

間
で

事
前

に
指

定
避

難
所

運
営

に
関

す
る

役
割

分
担

等
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
町

及
び

各
指

定
避

難
所

の
運

営
者

は
、
指

定
避

難
所

の
良

好
な

生
活

環
境

の
継

続
的

な
確

保
の

た
め

に
、
専

門
家

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

定
期

的
な

情
報

交
換

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 
エ

 
避

難
所

開
設

状
況

の
伝

達
 

 
（

略
）

 
 

(
4
)
か

ら
(
1
4
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

第
１

５
節

 
避

難
行

動
要

支
援

者
対

策
計

画
 

 
 

（
略

）
 

第
１

６
節

 
浸

水
想

定
区

域
に

お
け

る
円

滑
か

つ
迅

速
な

避
難

を
確

保
す

る
た

め
の

措
置

 

町
は

、
福

祉
避

難
所

に
つ

い
て

、
受

入
れ

を
想

定
し

て
い

な
い

避
難

者
が

避
難

し
て

く
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、
必

要
に

応
じ

て
、
あ

ら
か

じ
め

福
祉

避
難

所
と

し
て

指
定

避
難

所
を

指
定

す
る

際
に

、
受

入
れ

対
象

者
を

特
定

し
て

公
示

す
る

も
の

と
す

る
。

 
町

は
、
前

述
の

公
示

を
活

用
し

つ
つ

、
福

祉
避

難
所

で
受

け
入

れ
る

べ
き

要
配

慮
者

を
事

前
に

調
整

の
上

、
個

別
避

難
計

画
等

を
作

成
し

、
要

配
慮

者
が

、
避

難
が

必
要

と
な

っ
た

際
に

福
祉

避
難

所
へ

直
接

避
難

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

ウ
 

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
策

定
 

町
は

、
指

定
避

難
所

の
運

営
を

確
立

す
る

た
め

、
避

難
者
（

自
主

防
災

組
織

等
）
、

施
設

管
理

者
と

の
協

議
に

よ
り

、
予

定
さ

れ
る

避
難

所
ご

と
に

、
事

前
に

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
策

定
し

、
訓

練
等

を
通

じ
て

避
難

所
や

資
機

材
に

関
す

る
必

要
な

知
識

等
の

普
及

に
努

め
る

と
と

も
に

改
善

を
図

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
際

、
住

民
等

へ
の

普
及

に
当

た
っ

て
は

、
地

域
の

防
災

リ
ー

ダ
ー

を
は

じ
め

住
民

等
が

主
体

的
に

指
定

避
難

所
を

運
営

で
き

る
よ

う
に

配
慮

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
特

に
、
夏

季
に

は
熱

中
症

の
危

険
性

が
高

ま
る

た
め

、
熱

中
症

の
予

防
や

対
処

法
に

関
す

る
普

及
啓

発
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

避
難

所
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
を

含
む

感
染

症
へ

の
対

応
を

ま
と

め
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

別
途

作
成

し
、
適

宜
更

新
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ま

た
、

指
定

管
理

施
設

が
指

定
避

難
所

と
な

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
指

定
管

理
者

と
の

間
で

事
前

に
指

定
避

難
所

運
営

に
関

す
る

役
割

分
担

等
を

定
め

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
町

及
び

各
指

定
避

難
所

の
運

営
者

は
、
指

定
避

難
所

の
良

好
な

生
活

環
境

の
継

続
的

な
確

保
の

た
め

に
、
専

門
家

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
等

と
の

定
期

的
な

情
報

交
換

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 

エ
 

避
難

所
開

設
状

況
の

伝
達

 
 

（
略

）
 

 
(
4
)
か

ら
(
1
4
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

第
１

５
節

か
ら

第
１

７
節

ま
で

 
 

（
略

）
 

第
１

６
節

 
浸

水
想

定
区

域
に

お
け

る
円

滑
か

つ
迅

速
な

避
難

を
確

保
す

る
た

め
の

措
置

 

                         防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
         



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
1
 -

        
5
5
 

      
5
5
 

       
5
8
 

             

当
町

に
お

け
る

浸
水

想
定

区
域

に
つ

い
て

は
、

国
土

交
通

省
中

部
地

方
整

備
局

が
水

防
法

第
1
4
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

指
定

し
た

木
曽

川
水

系
３

河
川
（

揖
斐

川
、
長

良
川

、
牧

田
川
（

平
成

2
8
年

1
2
月

2
2
日

浸
水

想
定

区
域

図
公

表
）

、
大

榑
川

（
令

和
5
年

2
月

1
日

浸
水

想
定

区
域

図
公

表
）

）
に

お
け

る
洪

水
浸

水
想

定
区

域
と

す
る

。
 

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
 

（
新

規
）

 
   

   
４

 
洪

水
浸

水
想

定
区

域
が

指
定

さ
れ

て
い

な
い

中
小

河
川
（

大
榑

川
等

）
に

つ
い

て
 

 
河

川
管

理
者

か
ら

必
要

な
情

報
提

供
を

受
け

つ
つ

過
去

の
浸

水
実

績
等

を
把

握
し

た
と

き
は

、
こ

れ
を

水
害

リ
ス

ク
と

し
て

住
民

等
に

周
知

す
る

。
 

 第
１

７
節

 
情

報
体

制
の

確
立

 
 

 
（

略
）

 
第

１
８

節
 

防
災

拠
点

施
設

の
整

備
 

１
 

町
広

域
防

災
拠

点
施

設
の

指
定

 
町

は
、

大
規

模
災

害
時

に
町

内
の

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
の

た
め

、
次

の
機

能
を

有
す

る
市

町
村

広
域

防
災

拠
点

施
設

の
指

定
を

行
う

。
な

お
、
保

有
す

る
施

設
、
設

備
に

つ
い

て
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
替

エ
ネ

ル
ギ

ー
シ

ス
テ

ム
の

活
用

を
含

め
自

家
発

電
設

備
等

の
整

備
を

図
り

、
十

分
な

期
間

の
発

電
が

可
能

と
な

る
よ

う
な

燃
料

の
備

蓄
等

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
町

本
部

は
、
災

害
情

報
を

一
元

的
に

把
握

し
、
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
の

も
と

、
適

切
な

対
応

が
と

れ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
か

ら
４

ま
で

 
（

略
）

 
第

１
９

節
か

ら
２

２
節

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

当
町

に
お

け
る

浸
水

想
定

区
域

に
つ

い
て

は
、
国

土
交

通
省

中
部

地
方

整
備

局
が

水
防

法
第

1
4
条

の
規

定
に

基
づ

き
、
指

定
し

た
木

曽
川

水
系

３
河

川
（

揖
斐

川
、
長

良
川

、
牧

田
川
（

平
成

2
8
年

1
2
月

2
2
日

浸
水

想
定

区
域

図
公

表
）

、
大

榑
川

（
令

和
5
年

2
月

1
日

浸
水

想
定

区
域

図
公

表
）

）
に

お
け

る
洪

水
浸

水
想

定
区

域
と

す
る

。
 

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
 ４

 
大

榑
川

に
お

け
る

浸
水

想
定

区
域

に
つ

い
て

 
 

福
束

新
田

区
、
中

郷
新

田
区

、
藻

池
新

田
区

、
海

松
新

田
区

、
大

吉
新

田
区

、
松

内
区

、
下

大
榑

新
田

区
、
下

大
榑

区
及

び
四

郷
南

部
区

を
対

象
区

域
と

す
る

。
な

お
、
浸

水
が

想
定

さ
れ

る
エ

リ
ア

内
に

は
要

配
慮

者
施

設
が

な
い

た
め

、
避

難
の

確
保

を
図

る
た

め
の

措
置

を
１
（

１
）

に
準

じ
て

実
施

す
る

。
 

 ５
 

洪
水

浸
水

想
定

区
域

が
指

定
さ

れ
て

い
な

い
中

小
河

川
（

大
榑

川
等

）
に

つ
い

て
 

 
河

川
管

理
者

か
ら

必
要

な
情

報
提

供
を

受
け

つ
つ

過
去

の
浸

水
実

績
等

を
把

握
し

た
と

き
は

、
こ

れ
を

水
害

リ
ス

ク
と

し
て

住
民

等
に

周
知

す
る

。
 

 第
１

７
節

 
情

報
体

制
の

確
立

 
 

 
（

略
）

 
第

１
８

節
 

防
災

拠
点

施
設

の
整

備
 

１
 

町
広

域
防

災
拠

点
施

設
の

指
定

 
町

は
、

大
規

模
災

害
時

に
町

内
の

迅
速

な
災

害
対

策
活

動
の

た
め

、
次

の
機

能
を

有
す

る
市

町
村

広
域

防
災

拠
点

施
設

の
指

定
を

行
う

。
な

お
、
保

有
す

る
施

設
、
設

備
に

つ
い

て
、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
の

代
替

エ
ネ

ル
ギ

ー
シ

ス
テ

ム
の

活
用

を
含

め
自

家
発

電
設

備
等

の
整

備
を

図
り

、
十

分
な

期
間

の
発

電
が

可
能

と
な

る
よ

う
な

燃
料

の
備

蓄
等

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
町

本
部

は
、
災

害
情

報
を

一
元

的
に

把
握

し
、
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
の

も
と

、
適

切
な

対
応

が
と

れ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
か

ら
４

ま
で

 
（

略
）

 
第

１
９

節
か

ら
２

２
節

ま
で

 
 

（
略

）
 

 県
指

定
河

川
(
大

榑
川

)
の

洪
水

浸
水

想
定

区
域

の
指

定
に

伴
う

も
の

 
   県

指
定

河
川

(
大

榑
川

)
の

洪
水

浸
水

想
定

区
域

の
指

定
に

伴
う

も
の

 
   県

指
定

河
川

(
大

榑
川

)
の

洪
水

浸
水

想
定

区
域

の
指

定
に

よ
る

も
の

 
        防

災
基

本
計

画
の

修
正

及
び

岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

       



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
2
 -

          
6
5
 

         
 

                

 
第

３
章

 
災

害
応

急
対

策
 

 
第

１
項

 
町

本
部

活
動

体
制

 
 

第
１

節
 

災
害

対
策

本
部

運
用

計
画

 
 

１
 

計
画

の
方

針
 

 
 

 
（

略
）

 
  

２
 

体
制

等
 

 
 

注
意

報
、

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
と

き
、

あ
る

い
は

町
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
の

体
制

等
は

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
表

（
略

）
 

※
１

 
気

象
庁

は
、

３
時

間
降

水
量

で
あ

れ
ば

5
0
年

に
一

度
の

値
を

超
過

し
た

５
㎞

メ
ッ

シ
ュ

が
1
0
か

所
以

上
出

現
し

た
と

き
を

特
別

警
報

の
発

表
目

安
と

し
て

い
る

。
し

か
し

、
県

で
は

「
5
0
年

に
一

度
」

の
値

を
超

過
し

た
５

㎞
メ

ッ
シ

ュ
が

１
か

所
で

も
出

現
す

る
場

合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
岐

阜
地

方
気

象
台

よ
り

情
報

を
受

け
、

災
害

対
策

本
部

を
設

置
す

る
と

と
も

に
、

市
町

村
に

対
し

て
「

特
別

警
報

に
準

ず
る

気
象

現
象

発
生

情
報

」
と

し
て

県
防

災
行

政
無

線
に

よ
り

伝
達

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
そ

の
た

め
、
県

よ
り
「

特
別

警
報

に
準

ず
る

気
象

現
象

発
生

情
報

」
が

発
せ

ら
れ

た
場

合
 

に
つ

い
て

も
非

常
体

制
と

し
、

災
害

対
策

本
部

を
設

置
す

る
。

 
  

３
か

ら
１

０
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

第
２

節
 

職
員

動
員

計
画

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

２
項

 
災

害
動

員
計

画
 

 
 

 
（

略
）

 
 

第
３

項
 

交
通

計
画

 
 

第
１

節
 

道
路

交
通

対
策

 
 

１
か

ら
５

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
６

 
措

置
命

令
等

 
 

(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 

 
第

３
章

 
災

害
応

急
対

策
 

 
第

１
項

 
町

本
部

活
動

体
制

 
 

第
１

節
 

災
害

対
策

本
部

運
用

計
画

 
 

１
 

計
画

の
方

針
 

 
 

 
（

略
）

 
  

２
 

体
制

等
 

 
 

注
意

報
、

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
と

き
、

あ
る

い
は

町
本

部
が

設
置

さ
れ

た
と

き
の

体
制

等
は

次
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
表

（
略

）
 

※
１

 
気

象
庁

は
、

３
時

間
降

水
量

で
あ

れ
ば

5
0
年

に
一

度
の

値
を

超
過

し
た

５
㎞

格
子

 
 

が
1
0
か

所
以

上
出

現
し

た
と

き
を

特
別

警
報

の
発

表
目

安
と

し
て

い
る

。
し

か
し

、
県

で
は
「

5
0
年

に
一

度
」

の
値

を
超

過
し

た
５

㎞
格

子
 

 
が

１
か

所
で

も
出

現
し

た
場

合
（

大
雨

特
別

警
報

の
基

準
値

以
上

と
な

る
格

子
が

出
現

し
た

場
合

）
は

岐
阜

地
方

気
象

台
よ

り
情

報
を

受
け

、
災

害
対

策
本

部
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
直

ち
に

市
町

村
に

対
し

て
伝

達
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
そ

の
た

め
、
輪

之
内

町
域

内
で

大
雨

特
別

警
報

の
基

準
値

以
上

と
な

る
格

子
が

出
現

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
非

常
体

制
と

し
、

災
害

対
策

本
部

を
設

置
す

る
。

 
  

３
か

ら
１

０
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

第
２

節
 

職
員

動
員

計
画

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

２
項

 
災

害
動

員
計

画
 

 
 

 
（

略
）

 
 

第
３

項
 

交
通

計
画

 
 

第
１

節
 

道
路

交
通

対
策

 
１

か
ら

５
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

６
 

措
置

命
令

等
 

 
(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 

              防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
                    



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
3
 -

8
9
 

                       
1
0
1
 

            

 
(
3
)
 
道

路
管

理
者

 
道

路
管

理
者

は
、
放

置
車

両
や

立
ち

往
生

車
両

等
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
緊

急
通

行
車

両
の

通
行

を
確

保
す

る
た

め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
運

転
者

等
に

対
し

車
両

の
移

動
等

の
命

令
を

行
う

も
の

と
す

る
。
運

転
者

が
い

な
い

場
合

等
に

お
い

て
は

、
道

路
管

理
者

は
、
自

ら
車

両
の

移
動

等
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(
道

路
啓

開
等

)
 

道
路

管
理

者
及

び
地

方
整

備
局

、
地

方
運

輸
局

等
を

中
心

と
す

る
関

係
機

関
は

、
車

両
の

滞
留

状
況

や
解

放
の

見
通

し
等

に
関

す
る

道
路

管
理

者
が

有
す

る
情

報
等

か
ら

、
積

雪
に

伴
う

大
規

模
な

立
ち

往
生

が
発

生
し

、
滞

留
車

両
の

解
放

に
長

時
間

を
要

す
る

と
見

込
ま

れ
る

場
合

に
は

、
相

互
に

連
携

の
上

、
支

援
体

制
を

構
築

し
、
滞

留
車

両
の

乗
員

に
対

し
救

援
物

資
の

提
供

や
避

難
所

へ
の

一
時

避
難

の
支

援
等

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 

７
か

ら
９

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
 

第
２

節
 

輸
送

計
画

 
 

 
 

（
略

）
 

第
４

項
 

災
害

情
報

計
画

 
第

１
節

 
気

象
予

警
報

伝
達

等
の

計
画

 
１

か
ら

３
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

４
 

気
象

警
報

等
の

徹
底

 
(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

(
3
)
 
住

民
等

に
対

す
る

徹
底

 
 

町
本

部
で

掌
握

し
た

気
象

警
報

の
う

ち
、
町

内
の

住
民

に
そ

の
内

容
を

徹
底

す
る

必
要

の
あ

る
と

き
は

、
町

防
災

行
政

無
線

に
よ

り
、
そ

の
徹

底
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 

町
は

、
大

雨
、
暴

風
、
大

雪
等

の
特

別
警

報
及

び
特

別
警

報
に

準
ず

る
気

象
現

象
の

発
生

 
 

 
 

 
の

伝
達

を
受

け
た

場
合

は
、
避

難
情

報
の

発
令

も
含

め
、
こ

れ
を

直
ち

に
住

民
等

に
周

知
・

伝
達

す
る

も
の

と
す

る
。

 
５

 
異

常
現

象
発

見
時

の
対

策
 

 
 

（
略

）
 

第
２

節
 

災
害

情
報

の
収

集
・

伝
達

計
画

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 
(
3
)
 
道

路
管

理
者

 
道

路
管

理
者

は
、
放

置
車

両
や

立
ち

往
生

車
両

等
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
緊

急
通

行
車

両
の

通
行

を
確

保
す

る
た

め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
運

転
者

等
に

対
し

車
両

の
移

動
等

の
命

令
を

行
う

も
の

と
す

る
。
運

転
者

が
い

な
い

場
合

等
に

お
い

て
は

、
道

路
管

理
者

は
、
自

ら
車

両
の

移
動

等
を

行
う

も
の

と
す

る
。

(
道

路
啓

開
等

)
 

道
路

管
理

者
及

び
地

方
整

備
局

、
地

方
運

輸
局

等
を

中
心

と
す

る
関

係
機

関
は

、
車

両
の

滞
留

状
況

や
解

放
の

見
通

し
等

に
関

す
る

道
路

管
理

者
が

有
す

る
情

報
等

か
ら

、
積

雪
に

伴
う

大
規

模
な

立
ち

往
生

が
発

生
し

、
滞

留
車

両
の

解
放

に
長

時
間

を
要

す
る

と
見

込
ま

れ
る

場
合

に
は

、
相

互
に

連
携

の
上

、
支

援
体

制
を

構
築

し
、
滞

留
車

両
の

乗
員

に
対

し
救

援
物

資
の

提
供

や
避

難
所

へ
の

一
時

避
難

の
支

援
等

を
行

う
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
７

か
ら

９
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
第

２
節

 
輸

送
計

画
 

 
 

 
（

略
）

 
第

４
項

 
災

害
情

報
計

画
 

第
１

節
 

気
象

予
警

報
伝

達
等

の
計

画
 

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
４

 
気

象
警

報
等

の
徹

底
 

(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

(
3
)
 
住

民
等

に
対

す
る

徹
底

 
 

町
本

部
で

掌
握

し
た

気
象

警
報

の
う

ち
、

町
内

の
住

民
に

そ
の

内
容

を
徹

底
す

る
必

要
の

あ
る

と
き

は
、

町
防

災
行

政
無

線
に

よ
り

、
そ

の
徹

底
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 

町
は

、
大

雨
、

暴
風

、
大

雪
等

の
特

別
警

報
及

び
大

雨
特

別
警

報
の

基
準

値
以

上
と

な
る

格
子

の
出

現
の

伝
達

を
受

け
た

場
合

は
、

避
難

情
報

の
発

令
も

含
め

、
こ

れ
を

直
ち

に
住

民
等

に
周

知
・

伝
達

す
る

も
の

と
す

る
。

 
５

 
異

常
現

象
発

見
時

の
対

策
 

 
 

（
略

）
 

第
２

節
 

災
害

情
報

の
収

集
・

伝
達

計
画

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

      防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
                   岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

(
県

と
気

象
台

と
の

覚
書

改
訂

に
伴

う
も

の
)
 

     



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
4
 -

1
0
5
 

                          
1
2
7
 

         

５
 

報
告

状
況

等
の

調
査

及
び

報
告

は
、
災

害
の

種
別

、
そ

の
他

の
災

害
条

件
に

よ
っ

て
一

定
で

き
な

い
が

、
お

お
む

ね
次

表
の

区
分

に
よ

っ
て

調
査

報
告

を
す

る
も

の
と

す
る

。
必

要
に

応
じ

、
収

集
し

た
被

災
現

場
の

画
像

情
報

の
官

邸
及

び
政

府
本

部
を

含
む

防
災

関
係

へ
の

共
有

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

町
は

、
災

害
時

の
迅

速
な

把
握

の
た

め
、
安

否
不

明
者

、
行

方
不

明
者

、
死

者
に

つ
い

て
も

、
関

係
機

関
の

協
力

を
経

て
、
積

極
的

に
情

報
収

集
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
特

に
、
行

方
不

明
者

の
数

に
つ

い
て

は
、
捜

索
・

救
助

体
制

の
検

討
等

に
必

要
な

情
報

で
あ

る
た

め
、
町

は
、
住

民
登

録
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
当

該
市

町
村

の
区

域
内

で
行

方
不

明
と

な
っ

た
者

に
つ

い
て

、
県

警
察

等
関

係
機

関
の

協
力

に
基

づ
き

正
確

な
情

報
の

収
集

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
ま

た
、
行

方
不

明
者

と
し

て
把

握
し

た
者

が
、
他

の
市

町
村

に
住

民
登

録
を

行
っ

て
い

る
こ

と
が

判
明

し
た

場
合

に
は

、
当

該
登

録
地

の
市

町
村
（

外
国

人
の

う
ち

、
旅

行
者

な
ど

住
民

登
録

の
対

象
外

の
者

は
直

接
又

は
必

要
に

応
じ

外
務

省
を

通
じ

て
在

京
大

使
館

等
）
又

は
都

道
府

県
に

連
絡

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

６
か

ら
1
1
ま

で
 

（
略

）
 

第
３

節
か

ら
第

４
節

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
  

第
５

項
 

災
害

防
除

計
画

 
 

第
１

節
 

事
前

措
置

に
関

す
る

計
画

 
 

１
 

計
画

の
方

針
 

 
 

 
（

略
）

 
 

２
 

事
前

措
置

の
範

囲
 

 
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
合

に
、
そ

の
災

害
を

拡
大

さ
せ

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
施

設
又

は
物

件
に

つ
い

て
被

害
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
必

要
な

範
囲

に
お

い
て

、
次

の
よ

う
な

物
件

の
除

去
、

保
安

等
の

措
置

を
指

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
風

害
の

お
そ

れ
の

あ
る

広
告

物
、

煙
突

等
 

(
2
)
 
農

業
用

た
め

池
 

(
3
)
 
そ

の
他

危
険

物
等

 
 

３
か

ら
５

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

５
 

報
告

状
況

等
の

調
査

及
び

報
告

は
、

災
害

の
種

別
、

そ
の

他
の

災
害

条
件

に
よ

っ
て

一
定

で
き

な
い

が
、

お
お

む
ね

次
表

の
区

分
に

よ
っ

て
調

査
報

告
を

す
る

も
の

と
す

る
。

必
要

に
応

じ
、

収
集

し
た

被
災

現
場

の
画

像
情

報
の

官
邸

及
び

政
府

本
部

を
含

む
防

災
関

係
へ

の
共

有
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
町

は
、

災
害

時
の

迅
速

な
把

握
の

た
め

、
安

否
不

明
者

、
行

方
不

明
者

、
死

者
に

つ
い

て
も

、
関

係
機

関
の

協
力

を
経

て
、

積
極

的
に

情
報

収
集

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

特
に

、
行

方
不

明
者

の
数

に
つ

い
て

は
、

捜
索

・
救

助
体

制
の

検
討

等
に

必
要

な
情

報
で

あ
る

た
め

、
町

は
、

住
民

登
録

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

市
町

村
の

区
域

内
で

行
方

不
明

と
な

っ
た

者
に

つ
い

て
、

県
警

察
等

関
係

機
関

の
協

力
に

基
づ

き
正

確
な

情
報

の
収

集
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

ま
た

、
行

方
不

明
者

と
し

て
把

握
し

た
者

が
、

他
の

市
町

村
に

住
民

登
録

を
行

っ
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
に

は
、

当
該

登
録

地
の

市
町

村
（

外
国

人
の

う
ち

、
旅

行
者

な
ど

住
民

登
録

の
対

象
外

の
者

は
直

接
又

は
必

要
に

応
じ

外
務

省
を

通
じ

て
在

京
大

使
館

等
）

又
は

都
道

府
県

に
連

絡
す

る
も

の
と

す
る

。
 

６
か

ら
1
1
ま

で
 

（
略

）
 

第
３

節
か

ら
第

４
節

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
 

 第
５

項
 

災
害

防
除

計
画

 
 

第
１

節
 

事
前

措
置

に
関

す
る

計
画

 
 

１
 

計
画

の
方

針
 

 
 

 
（

略
）

 
 

２
 

事
前

措
置

の
範

囲
 

 
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

場
合

に
、
そ

の
災

害
を

拡
大

さ
せ

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
施

設
又

は
物

件
に

つ
い

て
被

害
の

拡
大

を
防

止
す

る
た

め
必

要
な

範
囲

に
お

い
て

、
次

の
よ

う
な

物
件

の
除

去
、

保
安

等
の

措
置

を
指

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
風

害
の

お
そ

れ
の

あ
る

広
告

物
、

煙
突

等
 

(
2
)
 
農

業
用

た
め

池
 

(
2
)
 
そ

の
他

危
険

物
等

 
 

３
か

ら
５

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

     防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
                         県

か
ら

の
指

摘
事

項
へ

の
対

応
 

  



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
5
 -

        
1
3
1
 

     
 

          
1
3
2
 

           

 
第

２
節

 
水

防
計

画
 

 
１

か
ら

２
ま

で
 

（
略

）
 

 
３

 
水

防
組

織
 

 
本

町
に

水
防

本
部

を
置

き
、

水
防

全
般

の
統

括
を

図
る

。
 

輪
之

内
町

水
防

本
部

体
制

及
び

分
担

任
務

表
 

職
名

 
担

当
職

 
係

 
分

担
任

務
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

資
材

部
長

 
産

業
課

長
 

産
業

課
職

員
 

教
育

課
職

員
 

○
応

急
復

旧
、

救
助

用
資

機
材

等
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
応

急
仮

設
住

宅
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

林
、

畜
産

関
係

の
被

害
調

査
及

び
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

業
用

共
同

施
設

、
農

作
物

等
の

災
害

調
査

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
種

苗
、

生
産

資
材

、
肥

料
等

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

業
関

係
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
商

工
業

関
係

の
被

害
調

査
及

び
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
水

害
時

に
お

け
る

食
料

確
保

及
び

輸
送

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
生

活
必

需
物

資
の

確
保

及
び

配
給

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
農

業
土

木
関

係
の

被
害

調
査

及
び

応
急

復
旧

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
農

業
用

た
め

池
の

応
急

復
旧

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
他

部
の

応
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

  
４

 
水

害
リ

ス
ク

の
開

示
 

 
 

 
（

略
）

 
  

５
 

防
災

知
識

の
普

及
 

 
町

及
び

防
災

関
係

機
関

等
は

、
防

災
週

間
や

防
災

関
連

行
事

等
を

通
じ

、
住

民
に

対
し

、
水

害
時

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
結

果
等

を
示

し
な

が
ら

、「
早

期
の

立
退

き
避

難
が

必
要

な
区

域
」
か

ら
の

迅
速

で
確

実
な

立
退

き
避

難
を

求
め

る
と

と
も

に
、

浸
水

深
、

浸
水

継
続

時
間

等
に

応
じ

て
、
水
・
食

料
を

備
蓄

す
る

こ
と

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
途

絶
時

の
対

策
を

と
る

こ
と

、
保

険
・

共
済

等
の

生
活

再
建

に
向

け
た

事
前

の
備

え
等

に
つ

い
て

、
普

及
啓

発
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
町

及
び

県
は

、
地

域
の

防
災

力
を

高
め

て
い

く
た

め
、

気
候

変
動

の
影

響
も

踏
ま

え
つ

つ
、

一
般

住
民

向
け

の
専

門
的

・
体

系
的

な
防

災
教

育
訓

練
の

提
供

、
学

校
に

お
け

る
防

災
教

育
の

充
実

及
び

避
難

訓
練

と
合

わ
せ

た
防

災
教

育
の

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 
第

２
節

 
水

防
計

画
 

 
１

か
ら

２
ま

で
 

（
略

）
 

 
３

 
水

防
組

織
 

 
本

町
に

水
防

本
部

を
置

き
、

水
防

全
般

の
統

括
を

図
る

。
 

輪
之

内
町

水
防

本
部

体
制

及
び

分
担

任
務

表
 

職
名

 
担

当
職

 
係

 
分

担
任

務
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

資
材

部
長

 
産

業
課

長
 

産
業

課
職

員
 

教
育

課
職

員
 

○
応

急
復

旧
、

救
助

用
資

機
材

等
の

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
応

急
仮

設
住

宅
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

林
、

畜
産

関
係

の
被

害
調

査
及

び
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

業
用

共
同

施
設

、
農

作
物

等
の

災
害

調
査

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
種

苗
、

生
産

資
材

、
肥

料
等

の
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
農

業
関

係
団

体
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
商

工
業

関
係

の
被

害
調

査
及

び
災

害
対

策
に

関
す

る
こ

と
。

 

○
水

害
時

に
お

け
る

食
料

確
保

及
び

輸
送

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
生

活
必

需
物

資
の

確
保

及
び

配
給

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
農

業
土

木
関

係
の

被
害

調
査

及
び

応
急

復
旧

対
策

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
農

業
用

た
め

池
の

応
急

復
旧

に
関

す
る

こ
と

。
 

○
他

部
の

応
援

に
関

す
る

こ
と

。
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 ４
 

水
害

リ
ス

ク
の

開
示

 
 

 
 

（
略

）
 

  
５

 
防

災
知

識
の

普
及

 
 

町
及

び
防

災
関

係
機

関
等

は
、
防

災
週

間
や

防
災

関
連

行
事

等
を

通
じ

、
住

民
に

対
し

、
水

害
時

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
結

果
等

を
示

し
な

が
ら

、
「

早
期

の
立

退
き

避
難

が
必

要
な

区
域

」
か

ら
の

迅
速

で
確

実
な

立
退

き
避

難
を

求
め

る
と

と
も

に
、
浸

水
深

、
浸

水
継

続
時

間
等

に
応

じ
て

、
水

・
食

料
を

備
蓄

す
る

こ
と

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
途

絶
時

の
対

策
を

と
る

こ
と

、
保

険
・
共

済
等

の
生

活
再

建
に

向
け

た
事

前
の

備
え

等
に

つ
い

て
、

普
及

啓
発

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

町
及

び
県

は
、
地

域
の

防
災

力
を

高
め

て
い

く
た

め
、
気

候
変

動
の

影
響

も
踏

ま
え

つ
つ

、
一

般
住

民
向

け
の

専
門

的
・
体

系
的

な
防

災
教

育
訓

練
の

提
供

、
学

校
に

お
け

る
防

災
教

育
の

充
実

及
び

避
難

訓
練

と
合

わ
せ

た
防

災
教

育
の

実
施

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

                  県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

 
                 



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
6
 -

            
1
3
2
 

          
1
3
3
 

             

 
 

各
地

区
に

お
い

て
、
防

災
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

等
、
自

助
・
共

助
の

取
組

が
適

切
か

つ
継

続
的

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
気

象
防

災
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

の
水

害
・

防
災

気
象

情
報

に
関

す
る

専
門

家
の

活
用

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

防
災

気
象

情
報

や
避

難
に

関
す

る
情

報
等

の
防

災
情

報
を

、
５

段
階

の
警

報
レ

ベ
ル

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
等

を
通

じ
て

、
受

け
手

側
が

情
報

の
意

味
や

と
る

べ
き

行
動

を
直

感
的

に
理

解
で

き
る

よ
う

な
取

組
を

推
進

す
る

。
 

 
 

町
は

、
防

災
（

防
災

・
減

災
へ

の
取

組
実

施
機

関
）
と

福
祉
（

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
・
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
の

連
携

に
よ

り
、
高

齢
者

に
対

し
、

適
切

な
避

難
行

動
に

関
す

る
理

解
の

促
進

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

県
及

び
町

は
治

水
・
防

災
・
ま

ち
づ

く
り
・
建

築
を

担
当

す
る

各
部

局
の

連
携

の
下

、
有

識
者

の
意

見
を

踏
ま

え
、
豪

雨
、
洪

水
、
等

に
対

す
る

リ
ス

ク
の

評
価

に
つ

い
て

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。

特
に

、
豪

雨
や

洪
水

の
リ

ス
ク

評
価

に
際

し
て

は
、

浸
水

深
や

発
生

頻
度

等
を

踏
ま

え
て

検
討

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

こ
れ

ら
の

評
価

を
踏

ま
え

、
防

災
・

減
災

目
標

を
設

定
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
町

は
、
国

、
関

係
公

共
機

関
等

の
協

力
を

得
つ

つ
、
地

域
の

水
害

等
の

リ
ス

ク
や

災
害

時
に

と
る

べ
き

行
動

に
つ

い
て

普
及

啓
発

す
る

と
と

も
に

風
水

害
の

発
生

危
険

箇
所

等
に

つ
い

て
調

査
す

る
な

ど
防

災
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
地

域
住

民
の

適
切

な
避

難
や

防
災

活
動

に
資

す
る

よ
う

以
下

の
施

策
を

講
じ

る
。
（

後
略

）
 

６
 

体
制

整
備

 
水

災
に

つ
い

て
は

、
複

合
的

な
災

害
に

も
多

層
的

に
備

え
、
社

会
全

体
で

被
害

を
防

止
・

軽
減

さ
せ

る
た

め
の

ハ
ー

ド
・

ソ
フ

ト
対

策
を

総
合

的
か

つ
一

体
的

に
推

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、

町
を

は
じ

め
国

、
県

、
河

川
管

理
者

、
水

防
管

理
者

等
多

様
な

関
係

者
で

国
及

び
県

が
組

織
す

る
「

大
規

模
氾

濫
減

災
協

議
会

」
、「

流
域

治
水

協
議

会
」
等

を
活

用
し

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

河
川

管
理

者
、

水
防

管
理

者
に

加
え

、
利

水
ダ

ム
管

理
者

等
の

集
水

域
を

含
め

た
流

域
全

体
の

密
接

な
連

携
体

制
を

構
築

す
る

も
の

と
す

る
。

 
７

か
ら

1
0
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

1
1
 

監
視

と
警

戒
 

(
1
)
常

時
監

視
 

 
 

（
略

）
 

 
 

各
地

区
に

お
い

て
、
防

災
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

等
、
自

助
・

共
助

の
取

組
が

適
切

か
つ

継
続

的
に

実
施

さ
れ

る
よ

う
、
気

象
防

災
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

の
水

害
・
防

災
気

象
情

報
に

関
す

る
専

門
家

の
活

用
を

図
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
防

災
気

象
情

報
や

避
難

に
関

す
る

情
報

等
の

防
災

情
報

を
、
５

段
階

の
警

報
レ

ベ
ル

に
よ

り
提

供
す

る
こ

と
等

を
通

じ
て

、
受

け
手

側
が

情
報

の
意

味
や

と
る

べ
き

行
動

を
直

感
的

に
理

解
で

き
る

よ
う

な
取

組
を

推
進

す
る

。
 

 
 

町
は

、
防

災
（

防
災

・
減

災
へ

の
取

組
実

施
機

関
）

と
福

祉
（

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

・
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
の

連
携

に
よ

り
、
高

齢
者

に
対

し
、

適
切

な
避

難
行

動
に

関
す

る
理

解
の

促
進

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

県
及

び
町

は
治

水
・

防
災

・
ま

ち
づ

く
り

・
建

築
を

担
当

す
る

各
部

局
の

連
携

の
下

、
有

識
者

の
意

見
を

踏
ま

え
、
豪

雨
、
洪

水
、
等

に
対

す
る

リ
ス

ク
の

評
価

に
つ

い
て

検
討

す
る

も
の

と
す

る
。
特

に
、
豪

雨
や

洪
水

の
リ

ス
ク

評
価

に
際

し
て

は
、
浸

水
深

や
発

生
頻

度
等

を
踏

ま
え

て
検

討
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
こ

れ
ら

の
評

価
を

踏
ま

え
、

防
災

・
減

災
目

標
を

設
定

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
さ

ら
に

町
は

、
国

、
関

係
公

共
機

関
等

の
協

力
を

得
つ

つ
、
地

域
の

水
害

等
の

リ
ス

ク
や

災
害

時
に

と
る

べ
き

行
動

に
つ

い
て

普
及

啓
発

す
る

と
と

も
に

風
水

害
の

発
生

危
険

箇
所

等
に

つ
い

て
調

査
す

る
な

ど
防

災
ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

行
い

、
地

域
住

民
の

適
切

な
避

難
や

防
災

活
動

に
資

す
る

よ
う

以
下

の
施

策
を

講
じ

る
。
（

後
略

）
 

 
６

 
体

制
整

備
 

水
災

に
つ

い
て

は
、
気

候
変

動
に

よ
る

影
響

を
踏

ま
え

、
 

社
会

全
体

で
被

害
を

防
止
・
軽

減
さ

せ
る

た
め

の
ハ

ー
ド
・
ソ

フ
ト

対
策

を
総

合
的

か
つ

一
体

的
に

推
進

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
国

及
び

県
が

組
織

す
る
「

大
規

模
氾

濫
減

災
協

議
会

」
、「

流
域

治
水

協
議

会
」
等

を
活

用
し

、
国

、
地

方
公

共
団

体
、

河
川

管
理

者
、

水
防

管
理

者
に

加
え

、
利

水
ダ

ム
管

理
者

等
の

集
水

域
を

含
め

た
流

域
全

体
の

あ
ら

ゆ
る

関
係

者
が

協
働

し
、「

流
域

治
水

」
の

取
組

を
推

進
す

る
た

め
の

密
接

な
連

携
体

制
を

構
築

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

７
か

ら
1
0
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

1
1
 

監
視

と
警

戒
 

(
1
)
常

時
監

視
 

 
 

（
略

）
 

            防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
         防

災
基

本
計

画
の

修
正

及
び

岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
と

の
整

合
 

          



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
7
 -

1
3
4
 

                                  
1
4
8
 

 

(
2
)
非

常
監

視
 

ア
 

水
防

管
理

者
は

、
出

動
命

令
を

発
し

た
と

き
か

ら
水

防
区

域
の

監
視

及
び

警
戒

を
厳

に
し

、
既

往
の

被
害

箇
所

、
水

衝
部

そ
の

他
特

に
重

要
な

箇
所

を
中

心
と

し
て

堤
防

の
表

側
と

天
端

と
裏

側
の

班
に

分
か

れ
て

巡
視

し
、

特
に

次
の

状
態

に
注

意
し

異
常

を
発

見
し

た
場

合
は

、
直

ち
に

関
係

管
理

者
に

報
告

す
る

と
と

も
に

水
防

作
業

を
開

始
す

る
。

 
(
ア

)
 

裏
法

の
漏

水
又

は
飽

水
に

よ
る

亀
裂

及
び

欠
け

崩
れ

 
(
イ

)
 

裏
法

で
水

当
た

り
の

強
い

場
所

の
亀

裂
又

は
欠

け
崩

れ
 

(
ウ

)
 

天
端

の
亀

裂
又

は
沈

下
 

(
エ

)
 

堤
防

の
溢

水
状

況
 

(
オ

)
 

樋
門

の
両

袖
又

は
底

部
よ

り
の

漏
水

と
扉

の
締

り
具

合
 

(
カ

)
 

橋
梁

そ
の

他
構

造
物

と
堤

防
と

の
取

付
部

分
の

異
常

 
イ

 
た

め
池

に
つ

い
て

は
、
上

記
の

外
さ

ら
に

次
の

点
に

注
意

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
ア

)
 

取
入

口
の

閉
塞

状
況

 
(
イ

)
 

流
入

水
位

並
び

に
そ

の
浮

遊
物

の
状

態
 

(
ウ

)
 

余
水

吐
及

び
放

水
路

付
近

の
状

態
 

(
エ

)
 

重
ね

池
の

場
合

は
そ

の
上

部
た

め
池

の
状

態
 

(
オ

)
 

樋
管

の
漏

水
に

よ
る

亀
裂

及
び

欠
け

崩
れ

 
(
3
)
警

戒
区

域
の

設
定

 
 

 
（

略
）

 
1
2
か

ら
1
7
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
３

節
 

消
防

計
画

 
 

 
 

（
略

）
 

 
 第

６
項

 
り

災
者

救
助

保
護

計
画

 
 

第
１

節
 

応
急

救
助

の
手

続
等

 
（

略
）

 
 

 第
２

節
 

避
難

計
画

 
 

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
４

 
避

難
情

報
の

発
表

 
 

 
災

害
に

よ
り

危
険

が
急

迫
し

、
人

命
保

護
そ

の
他

災
害

の
拡

大
防

(
2
)
非

常
監

視
 

ア
 

水
防

管
理

者
は

、
出

動
命

令
を

発
し

た
と

き
か

ら
水

防
区

域
の

監
視

及
び

警
戒

を
厳

に
し

、
既

往
の

被
害

箇
所

、
水

衝
部

そ
の

他
特

に
重

要
な

箇
所

を
中

心
と

し
て

堤
防

の
表

側
と

天
端

と
裏

側
の

班
に

分
か

れ
て

巡
視

し
、
特

に
次

の
状

態
に

注
意

し
異

常
を

発
見

し
た

場
合

は
、
直

ち
に

関
係

管
理

者
に

報
告

す
る

と
と

も
に

水
防

作
業

を
開

始
す

る
。

 
(
ア

)
 

裏
法

の
漏

水
又

は
飽

水
に

よ
る

亀
裂

及
び

欠
け

崩
れ

 
(
イ

)
 

裏
法

で
水

当
た

り
の

強
い

場
所

の
亀

裂
又

は
欠

け
崩

れ
 

(
ウ

)
 

天
端

の
亀

裂
又

は
沈

下
 

(
エ

)
 

堤
防

の
溢

水
状

況
 

(
オ

)
 

樋
門

の
両

袖
又

は
底

部
よ

り
の

漏
水

と
扉

の
締

り
具

合
 

(
カ

)
 

橋
梁

そ
の

他
構

造
物

と
堤

防
と

の
取

付
部

分
の

異
常

 
イ

 
た

め
池

に
つ

い
て

は
、
上

記
の

外
さ

ら
に

次
の

点
に

注
意

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
ア

)
 

取
入

口
の

閉
塞

状
況

 
(
イ

)
 

流
入

水
位

並
び

に
そ

の
浮

遊
物

の
状

態
 

(
ウ

)
 

余
水

吐
及

び
放

水
路

付
近

の
状

態
 

(
エ

)
 

重
ね

池
の

場
合

は
そ

の
上

部
た

め
池

の
状

態
 

(
オ

)
 

樋
管

の
漏

水
に

よ
る

亀
裂

及
び

欠
け

崩
れ

 
(
3
)
警

戒
区

域
の

設
定

 
 

 
（

略
）

 
1
2
か

ら
1
7
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
３

節
 

消
防

計
画

 
 

 
 

（
略

）
 

 第
６

項
 

り
災

者
救

助
保

護
計

画
 

 
第

１
節

 
応

急
救

助
の

手
続

等
 

 
（

略
）

 
 

第
２

節
 

避
難

計
画

 
 

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
４

 
避

難
情

報
の

発
表

 
 

 
災

害
に

よ
り

危
険

が
急

迫
し

、
人

命
保

護
そ

の
他

災
害

の
拡

大
防

             県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

 
                      



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
8
 -

    
1
4
9
 

          
1
5
3
 

                     

止
等

の
た

め
、

特
に

避
難

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
と

き
、

避
難

指
示

者
は

、
高

齢
者

等
避

難
、
避

難
指

示
等

に
つ

い
て

、
国

、
県

、
水

防
管

理
者

等
の

協
力

を
得

つ
つ

、
関

係
法

令
の

規
定

、
あ

ら
か

じ
め

定
め

た
計

画
、

避
難

す
べ

き
区

域
や

判
断

基
準

、
伝

達
方

法
を

明
確

に
し

た
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
に

基
づ

き
、

住
民

へ
の

周
知

徹
底

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。
さ

ら
に

、
町

は
、
避

難
指

示
等

の
発

令
に

当
た

り
、
必

要
に

応
じ

て
気

象
防

災
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

の
専

門
家

の
技

術
的

な
助

言
等

を
活

用
し

、
適

切
に

判
断

を
行

う
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
に

基
づ

き
、

高
齢

者
等

避
難

の
発

令
に

よ
る

高
齢

者
や

障
が

い
者

等
、

避
難

行
動

に
時

間
を

要
す

る
避

難
行

動
要

支
援

者
の

迅
速

な
避

難
や

、
風

水
害

に
よ

る
被

害
の

お
そ

れ
が

高
い

区
域

の
居

住
者

等
の

自
主

的
な

避
難

を
促

進
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  
５

か
ら

９
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
1
0
 

避
難

所
の

開
設

及
び

収
容

保
護

 
避

難
所

の
開

設
及

び
収

容
保

護
は

、
災

害
救

助
法

が
適

用
さ

れ
た

場
合

は
同

法
に

よ
り

、
災

害
救

助
法

が
適

用
さ

れ
な

い
災

害
又

は
適

用
さ

れ
る

ま
で

の
間

は
、
町

本
部

独
自

の
応

急
対

策
と

し
て

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
避

難
所

を
開

設
す

る
場

合
に

は
、
災

害
の

規
模

に
鑑

み
、

必
要

な
避

難
所

を
可

能
な

限
り

当
初

か
ら

開
設

す
る

よ
う

努
め

、
あ

ら
か

じ
め

施
設

の
安

全
性

を
確

認
す

る
も

の
と

す
る

ほ
か

、
要

配
慮

者
へ

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
へ

の
配

慮
や

、
感

染
防

止
の

観
点

か
ら

避
難

所
の

収
容

人
数

を
考

慮
し

て
、
町

外
に

あ
る

も
の

も
含

め
賃

貸
住

宅
や

町
外

の
ホ

テ
ル
・
旅

館
等

を
避

難
所

と
し

て
借

り
上

げ
る

な
ど

多
様

な
避

難
所

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
(
1
)
か

ら
(
1
5
)
ま

で
 

（
略

）
 

 
1
1
 

帰
宅

困
難

者
対

策
 

 
 

 
（

略
）

 
  

第
３

節
か

ら
第

５
節

ま
で

 
（

略
）

 
 

 
第

６
節

 
応

急
住

宅
対

策
 

 
１

か
ら

２
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 

止
等

の
た

め
、

特
に

避
難

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
と

き
、

避
難

指
示

者
は

、
高

齢
者

等
避

難
、

避
難

指
示

等
に

つ
い

て
、

国
、

県
、

水
防

管
理

者
等

の
協

力
を

得
つ

つ
、

関
係

法
令

の
規

定
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

計
画

、
避

難
す

べ
き

区
域

や
判

断
基

準
、

伝
達

方
法

を
明

確
に

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

に
基

づ
き

、
住

民
へ

の
周

知
徹

底
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
さ

ら
に

、
町

は
、
避

難
指

示
等

の
発

令
に

当
た

り
、
必

要
に

応
じ

て
気

象
防

災
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

の
専

門
家

の
技

術
的

な
助

言
等

を
活

用
し

、
適

切
に

判
断

を
行

う
も

の
と

す
る

。
ま

た
、
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
に

基
づ

き
、

高
齢

者
等

避
難

の
発

令
に

よ
る

高
齢

者
や

障
が

い
者

等
、

避
難

行
動

に
時

間
を

要
す

る
避

難
行

動
要

支
援

者
の

迅
速

な
避

難
や

、
風

水
害

に
よ

る
被

害
の

お
そ

れ
が

高
い

区
域

の
居

住
者

等
の

自
主

的
な

避
難

を
促

進
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  
５

か
ら

９
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
1
0
 

避
難

所
の

開
設

及
び

収
容

保
護

 
避

難
所

の
開

設
及

び
収

容
保

護
は

、
災

害
救

助
法

が
適

用
さ

れ
た

場
合

は
同

法
に

よ
り

、
災

害
救

助
法

が
適

用
さ

れ
な

い
災

害
又

は
適

用
さ

れ
る

ま
で

の
間

は
、
町

本
部

独
自

の
応

急
対

策
と

し
て

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。
ま

た
、
避

難
所

を
開

設
す

る
場

合
に

は
、
災

害
の

規
模

に
鑑

み
、

必
要

な
避

難
所

を
可

能
な

限
り

当
初

か
ら

開
設

す
る

よ
う

努
め

、
あ

ら
か

じ
め

施
設

の
安

全
性

を
確

認
す

る
も

の
と

す
る

ほ
か

、
要

配
慮

者
へ

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
へ

の
配

慮
や

、
感

染
防

止
の

観
点

か
ら

避
難

所
の

収
容

人
数

を
考

慮
し

て
、
町

外
に

あ
る

も
の

も
含

め
賃

貸
住

宅
や

町
外

の
ホ

テ
ル
・
旅

館
等

を
避

難
所

と
し

て
借

り
上

げ
る

な
ど

多
様

な
避

難
所

を
確

保
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
(
1
)
か

ら
(
1
5
)
ま

で
 

（
略

）
 

 
1
1
 

帰
宅

困
難

者
対

策
 

 
 

 
（

略
）

 
  

第
３

節
か

ら
第

５
節

ま
で

 
（

略
）

 
 

 
第

６
節

 
応

急
住

宅
対

策
 

 
１

か
ら

２
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 

    防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
           県

か
ら

の
指

摘
事

項
へ

の
対

応
(
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

)
 

               



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 1
9
 -

1
7
2
 

   
1
7
3
 

                                

 
３

 
住

宅
確

保
等

の
種

別
 

 
 

住
宅

を
失

い
又

は
破

損
し

、
若

し
く

は
土

石
の

侵
入

そ
の

他
に

よ
っ

て
居

住
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
り

災
者

に
対

す
る

住
宅

の
建

設
、
修

繕
等

は
、
お

お
む

ね
次

の
種

類
及

び
順

位
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

                                  

 
３

 
住

宅
確

保
等

の
種

別
 

 
 

住
宅

を
失

い
又

は
破

損
し

、
若

し
く

は
土

石
の

侵
入

そ
の

他
に

よ
っ

て
居

住
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
っ

た
り

災
者

に
対

す
る

住
宅

の
建

設
、
修

繕
等

は
、
お

お
む

ね
次

の
種

類
及

び
順

位
に

よ
る

も
の

と
す

る
。
 

                                  

     県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

(
制

度
改

正
に

伴
う

字
句

修
正

)
 

                            



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 2
0
 -

  
1
7
7
 

        
1
9
8
 

   
1
9
9
 

            
 2
0
0
 

       

４
か

ら
1
0
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 
第

７
節

 
医

療
・

助
産

計
画

 
 

活
動

の
ポ

イ
ン

ト
 

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

５
 

災
害

救
援

法
に

よ
る

基
準

（
本

節
1
0
参

照
）

 
  

第
８

節
か

ら
第

1
1
節

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

  
第

1
2
節

 
防

疫
計

画
 

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

５
 

防
疫

の
種

別
及

び
方

法
 

作
業

区
分

 
県

機
関

 
実

施
内

容
（

町
機

関
）

 
備

考
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

臨
時

予
防

接
種

 
予

防
接

種
の

指
示

 

（
県

本
部

保
健

医
療

班
 

）
 

予
防

接
種

の
実

施
 

（
医

療
・

救
護

部
、
感

染
症

予
防

委
員

及
び

嘱
託

医
）

 

 

清
潔
方
法
 

清
潔
方
法
の
指
示
 

（
県
本
部
保
健
医
療
班
 
）
 

清
潔
方
法
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

１
 
公
共
施
設
の
清
掃
 

２
 
ご
み
、
し
尿
等
収
集
、
処
分
 

（
衛
生
部
）
 

許
可

業
者

の

協
力

 

消
毒
方
法
 

消
毒
方
法
の
指
示
 

（
県
本
部
保
健
医
療
班
 
）
 

消
毒
方
法
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

内
 
 
容
 
 
下
 
 
記
 

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

ね
ず
み
族
昆

虫
等
の
駆
除
 

ね
ず
み
族
昆
虫
等
の
駆
除
指
定
 

（
県
本
部
保
健
医
療
班
 
）
 

ね
ず
み
族
昆
虫
等
駆
除
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

ね
ず
み
族
、
昆
虫
駆
除
等
の
実
施
 

（
医
療
・
救
護
部
（
防
疫
班
）
、

感
染
症
予
防
委
員
）
 

 

生
活
用
水
の

供
給
 

生
活
用
水
供
給
の
指
示
 

（
県
本
部
保
健
医
療
班
）
 

生
活
用
水
供
給
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

生
活
用
水
の
供
給
 

（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
部
）
 

 

感
染
症
患
者

の
措
置
 

入
院
、
移
送
、
医
療
 

（
県
本
部
保
健
医
療
班
 
、
県
支
部

総
務
班
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
）
 

移
送
、
医
療
等
の
協
力
 

（
医
療
・
救
護
部
、
医
療
機
関
等
） 

 

  

４
か

ら
1
0
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

第
７

節
 

医
療

・
助

産
計

画
 

 
活

動
の

ポ
イ

ン
ト

 
 

１
か

ら
４

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
５

 
災

害
救

助
法

に
よ

る
基

準
（

本
節

1
0
参

照
）

 
  

第
８

節
か

ら
第

1
1
節

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

  
第

1
2
節

 
防

疫
計

画
 

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

５
 

防
疫

の
種

別
及

び
方

法
 

作
業

区
分

 
県

機
関

 
実

施
内

容
（

町
機

関
）

 
備

考
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

臨
時

予
防

接
種

 
予

防
接

種
の

指
示

 

（
県

本
部

感
染

症
対

策
班

）
 

予
防

接
種

の
実

施
 

（
医

療
・

救
護

部
、
感

染
症

予
防

委
員

及
び

嘱
託

医
）

 

 

清
潔
方
法
 

清
潔
方
法
の
指
示
 

（
県
本
部
感
染
症
対
策
班
）
 

清
潔
方
法
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

１
 
公
共
施
設
の
清
掃
 

２
 
ご
み
、
し
尿
等
収
集
、
処
分
 

（
衛
生
部
）
 

許
可

業
者

の

協
力

 

消
毒
方
法
 

消
毒
方
法
の
指
示
 

（
県
本
部
感
染
症
対
策
班
）
 

消
毒
方
法
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

内
 
 
容
 
 
下
 
 
記
 

 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
略

）
 

ね
ず
み
族
昆

虫
等
の
駆
除
 

ね
ず
み
族
昆
虫
等
の
駆
除
指
定
 

（
県
本
部
感
染
症
対
策
班
）
 

ね
ず
み
族
昆
虫
等
駆
除
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

ね
ず
み
族
、
昆
虫
駆
除
等
の
実
施
 

（
医
療
・
救
護
部
（
防
疫
班
）
、

感
染
症
予
防
委
員
）
 

 

生
活
用
水
の

供
給
 

生
活
用
水
供
給
の
指
示
 

（
県
本
部
薬
務
水
道
班
）
 

生
活
用
水
供
給
の
指
導
 

（
県
支
部
総
務
班
）
 

生
活
用
水
の
供
給
 

（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
部
）
 

 

感
染
症
患
者

の
措
置
 

入
院
、
移
送
、
医
療
 

（
県
本
部
感
染
症
対
策
班
、
県
支
部

総
務
班
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
）
 

移
送
、
医
療
等
の
協
力
 

（
医
療
・
救
護
部
、
医
療
機
関
等
） 

 

  

      字
句

修
正

 
          岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

（
県

か
ら

の
指

摘
事

項
へ

の
対

応
）

 
                



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 2
1
 -

      
2
0
4
 

                     
2
3
1
 

        

 
６

か
ら

1
1
ま

で
 

（
略

）
 

  
第

1
3
節

 
清

掃
計

画
 

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

５
 

災
害

廃
棄

物
の

処
理

 
 

 
 

（
略

）
 

ま
た

、
建

築
物

等
の

解
体

等
に

よ
る

石
綿

の
飛

散
を

防
止

す
る

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
事

業
者

等
に

対
し

、
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
き

適
切

に
解

体
等

を
行

う
よ

う
指

導
・

助
言

す
る

な
ど

、
環

境
汚

染
の

未
然

防
止

及
び

住
民

、
作

業
者

の
健

康
管

理
の

た
め

、
適

切
な

措
置

等
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

災
害

廃
棄

物
に

関
す

る
情

報
を

、
 

災
害

廃
棄

物
処

理
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
（

Ｄ
．
Ｗ

ａ
ｓ

ｔ
ｅ

－
Ｎ

ｅ
ｔ

）
、
災

害
廃

棄
物

処
理

支
援

員
制

度
（

人
材

バ
ン

ク
）
、
地

域
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

の
取

組
等

に
関

し
て

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
お

い
て

公
開

す
る

等
周

知
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  
６

か
ら

８
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

第
1
4
節

か
ら

第
1
6
節

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

７
項

か
ら

第
１

２
項

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
  

第
４

章
 

災
害

復
旧

計
画

 
 

被
災

地
の

復
興

計
画

の
作

成
に

際
し

て
は

、
地

域
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

が
被

災
者

の
心

の
健

康
の

維
持

を
含

め
、
 
被

災
地

の
物

心
両

面
に

わ
た

る
復

興
に

大
き

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
に

か
ん

が
み

、
そ

の
維

持
・

回
復

や
再

構
築

に
十

分
に

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

 
そ

の
際

、
地

域
住

民
の

意
向

等
を

反
映

す
る

と
と

も
に

、
男

女
共

同
参

画
の

観
点

か
ら

、
復

旧
・
復

興
の

あ
ら

ゆ
る

場
・
組

織
に

女
性

の
参

画
を

促
進

す
る

も
の

と
す

る
。
あ

わ
せ

て
、
障

が
い

者
、
高

齢
者

等
の

避
難

行
動

要
支

援
者

の
参

画
を

促
進

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
６

か
ら

1
1
ま

で
 

（
略

）
 

  
第

1
3
節

 
清

掃
計

画
 

 
１

か
ら

４
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

５
 

災
害

廃
棄

物
の

処
理

 
 

 
（

略
）

 
ま

た
、

建
築

物
等

の
解

体
等

に
よ

る
石

綿
の

飛
散

を
防

止
す

る
た

め
、
必

要
に

応
じ

て
事

業
者

等
に

対
し

、
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
き

適
切

に
解

体
等

を
行

う
よ

う
指

導
・
助

言
す

る
な

ど
、
環

境
汚

染
の

未
然

防
止

及
び

住
民

、
作

業
者

の
健

康
管

理
の

た
め

、
適

切
な

措
置

等
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
 

災
害

廃
棄

物
に

関
す

る
情

報
の

ほ
か

、
災

害
廃

棄
物

処
理

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
（

Ｄ
．
Ｗ

ａ
ｓ

ｔ
ｅ

－
Ｎ

ｅ
ｔ

）
、
災

害
廃

棄
物

処
理

支
援

員
制

度
（

人
材

バ
ン

ク
）
、
地

域
ブ

ロ
ッ

ク
協

議
会

の
取

組
等

に
関

し
て

、
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

に
お

い
て

公
開

す
る

等
周

知
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 ６
か

ら
８

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

  
第

1
4
節

か
ら

第
1
6
節

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

７
項

か
ら

第
１

２
項

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
  

第
４

章
 

災
害

復
旧

計
画

 
 

被
災

地
の

復
興

計
画

の
作

成
に

際
し

て
は

、
地

域
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

が
被

災
者

の
心

の
健

康
の

維
持

を
含

め
、

 
被

災
地

の
物

心
両

面
に

わ
た

る
復

興
に

大
き

な
役

割
を

果
た

す
こ

と
に

か
ん

が
み

、
そ

の
維

持
・

回
復

や
再

構
築

に
十

分
に

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

 
そ

の
際

、
地

域
住

民
の

意
向

等
を

反
映

す
る

と
と

も
に

、
男

女
共

同
参

画
の

観
点

か
ら

、
復

旧
・

復
興

の
あ

ら
ゆ

る
場

・
組

織
に

女
性

の
参

画
を

促
進

す
る

も
の

と
す

る
。
あ

わ
せ

て
、
障

が
い

者
、
高

齢
者

等
の

避
難

行
動

要
支

援
者

の
参

画
を

促
進

す
る

も
の

と
す

る
。

 

             防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
                     



輪
之

内
町

地
域

防
災

計
画
（

一
般

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
 

 
-
 2
2
 -

2
3
1
 

       

県
及

び
町

は
、
災

害
復

旧
・
復

興
対

策
の

推
進

の
た

め
、
必

要
に

応
じ

、
国

、
他

の
地

方
公

共
団

体
等

に
対

し
、
職

員
の

派
遣

そ
の

他
の

協
力

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。
特

に
、
他

の
地

方
公

共
団

体
に

対
し

、
技

術
職

員
の

派
遣

を
求

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、

復
旧

・
復

興
支

援
技

術
職

員
派

遣
制

度
を

活
用

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

 
１

か
ら

３
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 

県
及

び
町

は
、
災

害
復

旧
・

復
興

対
策

の
推

進
の

た
め

、
必

要
に

応
じ

、
国

、
他

の
地

方
公

共
団

体
等

に
対

し
、
職

員
の

派
遣

そ
の

他
の

協
力

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。
特

に
、
他

の
地

方
公

共
団

体
に

対
し

、
技

術
職

員
の

派
遣

を
求

め
る

場
合

に
お

い
て

は
、
復

旧
・
復

興
支

援
技

術
職

員
派

遣
制

度
を

活
用

す
る

も
の

と
す

る
。

 
  

１
か

ら
３

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

   

防
災

基
本

計
画

の
修

正
及

び
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 
     

 



輪
之

内
町
地
域
防

災
計
画
（
地

震
編
）
新
旧

対
照
表

 

 
- 

23
 -

 

頁
 

現
計

画
 

修
正

案
 

修
正

理
由

 

 
       4
    

 
                   5
    

 第
１

章
 

総
則

 
第

１
節

か
ら

第
４

節
ま

で
 

（
略

）
 

 
 

第
５

節
 

被
害

想
定

 
 

 
 

本
文

（
略

）
 

  
○

想
定

さ
れ

る
地

震
の

規
模

・
人

的
被

害
・

建
物

被
害

の
状

況
 

 
 

 
本

文
（

略
）

 
・

想
定

さ
れ

る
地

震
の

概
要

 

想
定

地
震

 
想

定
 

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾆ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

震
度

 
P
L
値

(液
状
化
指
数
) 

最
小

 
最

大
 

最
小

 
最

大
 

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
 

9
.
0
 

5
.
7
0
 

5
.
8
4
 

4
5
.
2
6
 

5
2
.
2
4
 

養
老

－
桑

名
－

四
日

市
断

層
帯

地
震

 
7
.
7
 

6
.
1
2
 

6
.
4
3
 

3
1
.
6
1
 

5
5
.
5
4
 

阿
寺

断
層

系
地

震
 

7
.
9
 

4
.
8
1
 

4
.
9
3
 

1
.
1
1
 

3
.
6
0
 

跡
津

川
断

層
地

震
 

7
.
8
 

4
.
9
5
 

5
.
0
1
 

2
.
7
2
 

1
1
.
2
7
 

高
山

・
大

原
断

層
帯

地
震

 
7
.
6
 

4
.
6
9
 

4
.
9
0
 

1
.
2
7
 

1
0
.
1
9
 

  
・

人
的

被
害

（
単

位
：

人
）

 

想
定

地
震

 
死

者
数

 
負

傷
者

数
 

重
傷

者

数
 

要
救

出

者
数

 

避
難

者

数
 

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
 

3
 

8
8
 

6
 

1
1
 

1
,
1
2
0
 

養
老

－
桑

名
－

四
日

市
断

層
帯

地
震

 
3
3
 

2
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3
 

6
4
 

1
1
7
 

2
,
3
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2
 

0
 

0
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4
 

0
 

0
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震

 
0
 

0
 

1
 

0
 

1
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2
 

 
 ・

建
物

被
害
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単

位
：

棟
）

 
 

 
 

（
略

）
 

 
○

内
陸

直
下

型
地

震
の

想
定

さ
れ

る
地

震
の

規
模

・
人

的
被

害
・

建
物

被
害

の
状

況
 

 
本

文
（

略
）

 
  

 第
１

章
 

総
則

 
第

１
節

か
ら

第
４

節
ま

で
 

（
略

）
 

 
 

第
５

節
 

被
害

想
定

 
 

 
 

本
文

（
略

）
 

  
○

想
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れ
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地

震
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模
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人

的
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害
・

建
物

被
害
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状

況
 

 
 

 
本

文
（

略
）

 
 

想
定

さ
れ

る
地

震
の

概
要

 

想
定

地
震

 
想

定
 

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾆ
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ﾄ
ﾞ
 

震
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P
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値
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状
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大
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南
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ト
ラ
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5
.
8
4
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市
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.
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3
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5
4
 

阿
寺

断
層

系
地

震
 

7
.
9
 

4
.
8
1
 

4
.
9
3
 

1
.
1
1
 

3
.
6
0
 

跡
津

川
断

層
地

震
 

7
.
8
 

4
.
9
5
 

5
.
0
1
 

2
.
7
2
 

1
1
.
2
7
 

高
山

・
大

原
断

層
帯

地
震

 
7
.
6
 

4
.
6
9
 

4
.
9
0
 

1
.
2
7
 

1
0
.
1
9
 

 
 

・
人

的
被

害
（

単
位

：
人

）
 

想
定

地
震

 
死

者
数

 
負

傷
者

数
 

重
傷

者

数
 

要
救

出

者
数

 

避
難

者

数
 

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
 

3
 

8
8
 

6
 

1
1
 

1
,
1
2
0
 

養
老

－
桑

名
－

四
日

市
断

層
帯

地
震

 
3
3
 

2
9
3
 

6
4
 

1
1
7
 

2
,
3
0
2
 

阿
寺

断
層

系
地

震
 

0
 

2
 

0
 

0
 

8
1
 

跡
津

川
断

層
地

震
 

0
 

4
 

0
 

0
 

2
8
0
 

高
山

・
大

原
断

層
帯

地
震

 
0
 

1
 

0
 

0
 

1
7
2
 

 
・

建
物

被
害

（
単

位
：

棟
）

 
 

 
 

（
略

）
 

  
○

内
陸

直
下

型
地

震
の

想
定

さ
れ

る
地

震
の

規
模

・
人

的
被

害
・

建
物

被
害

の
状

況
 

・
想

定
さ

れ
る

地
震

の
概

要
 

  
 

             錯
誤

の
修

正
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誤

の
修

正
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 5
           5
          5
               

 ・
想

定
さ

れ
る

地
震

の
概

要
 

想
定

地
震

 
想

定
 

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾆ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

震
度

 
P
L
値

(液
状
化
指
数
) 

最
小

 
最

大
 

最
小

 
最

大
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

7
.
7
 

5
.
4
5
 

5
.
6
0
 

4
.
4
7
 

1
8
.
2
3
 

長
良

川
上

流
 

7
.
3
 

4
.
7
1
 

4
.
8
1
 

0
.
0
0
 

2
.
0
4
 

屏
風

山
・

恵
那

山
及

び
猿

投
山

 
7
.
7
 

4
.
8
4
 

4
.
9
6
 

0
.
9
8
 

5
.
2
2
 

阿
寺

 
7
.
9
 

4
.
7
6
 

4
.
8
9
 

1
.
6
4
 

6
.
9
8
 

高
山

・
大

原
 

7
.
6
 

4
.
3
3
 

4
.
4
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
・

人
的

被
害

（
単

位
：

人
）

 

想
定

地
震

 
死

者
数

 
負

傷
者

数
 

重
傷

者

数
 

要
救

出

者
数

 

避
難

者

数
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

2
 

8
6
 

5
 

9
 

8
1
9
 

長
良

川
上

流
 

0
 

6
 

0
 

0
 

3
5
0
 

屏
風

山
・

恵
那

山
及

び
猿

投
山

 
0
 

1
 

0
 

0
 

3
2
 

阿
寺

 
0
 

1
 

0
 

0
 

1
6
0
 

高
山

・
大

原
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 
・

建
物

被
害

（
単

位
：

棟
）

 

想
定

地
震

 
全

壊
 

半
壊

 
消

失
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

1
0
8
 

1
9
1
 

0
 

長
良

川
上

流
 

1
0
 

1
8
 

0
 

屏
風

山
・

恵
那

山
及

び
猿

投
山

 
3
9
 

6
8
 

0
 

阿
寺

 
5
2
 

8
3
 

0
 

高
山

・
大

原
 

0
 

0
 

0
 

  
第

６
節

 
輪

之
内

町
の

防
災

環
境

 
 

 
 

（
略

）
 

 
第

２
章

 
地

震
災

害
予

防
計

画
 

 
第

１
項

か
ら

第
２

項
ま

で
 

（
略

）
 

 ・
想

定
さ

れ
る

地
震

の
概

要
 

想
定

地
震

 
想

定
 

ﾏ
ｸ
ﾞ
ﾆ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾄ
ﾞ
 

震
度

 
P
L
値

(液
状
化
指
数
) 

最
小

 
最

大
 

最
小

 
最

大
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

7
.
7
 

5
.
4
5
 

5
.
6
0
 

4
.
4
7
 

1
8
.
2
3
 

長
良

川
上

流
 

北
側

震
源

 
7
.
3
 

5
.
0
1
 

5
.
0
9
 

3
.
1
0
 

1
3
.
0
9
 

南
側

震
源

 
7
.
3
 

4
.
7
1
 

4
.
8
1
 

0
.
0
0
 

2
.
0
4
 

屏
風

山
・

恵
那

山
及

び
猿

投
山

 
7
.
7
 

4
.
8
4
 

4
.
9
6
 

0
.
9
8
 

5
.
2
2
 

阿
寺

 
7
.
9
 

4
.
7
6
 

4
.
8
9
 

1
.
6
4
 

6
.
9
8
 

高
山

・
大

原
 

7
.
6
 

4
.
3
3
 

4
.
4
0
 

0
.
0
0
 

0
.
0
0
 

 
・

人
的

被
害

（
単

位
：

人
）

 

想
定

地
震

 
死

者
数

 
負

傷
者

数
 

重
傷

者

数
 

要
救

出

者
数

 

避
難

者

数
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

2
 

8
6
 

5
 

9
 

8
1
9
 

長
良

川
上

流
 

北
側

震
源

 
0
 

6
 

0
 

0
 

3
5
0
 

南
側

震
源

 
0
 

1
 

0
 

0
 

3
2
 

屏
風

山
・

恵
那

山
及

び
猿

投
山

 
0
 

2
 

0
 

0
 

1
2
3
 

阿
寺

 
0
 

1
 

0
 

0
 

1
6
0
 

高
山

・
大

原
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 
・

建
物

被
害

（
単

位
：

棟
）

 

想
定

地
震

 
全

壊
 

半
壊

 
消

失
 

揖
斐

川
－

武
芸

川
（

濃
尾

）
 

1
9
2
 

5
5
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0
 

長
良

川
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北
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1
0
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1
9
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1
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恵
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投
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3
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6
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阿
寺

 
5
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8
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0
 

 第
６

節
 

輪
之

内
町

の
防

災
環

境
 

 
 

 
（

略
）

 
 

第
２

章
 

地
震

災
害

予
防

計
画

 
 

第
１

項
か

ら
第

２
項

ま
で

 
（

略
）

 

     想
定

地
震

(
長

良
川

上
流

)
の

細
分

化
 

        錯
誤

の
修

正
及

び
、

 
想

定
地

震
(
長

良
川

上
流

)
の

細
分

化
 

      錯
誤

の
修

正
及

び
、

 
想

定
地

震
(
長

良
川

上
流

)
の

細
分

化
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1
2
 

              
1
7
 

            
1
8
 

    

 
第

３
項

 
民

生
安

定
の

た
め

の
備

え
 

 
第

１
節

 
避

難
対

策
計

画
 

 
１

か
ら

５
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

６
 

行
政

区
域

を
越

え
た

広
域

避
難

の
調

整
 

 
 

一
般

対
策

編
第

２
章

第
１

４
節
「

避
難

対
策

」
お

よ
び

第
３

章
第

６
項

第
２

節
「

避
難

計
画

」
を

準
用

す
る

。
 

 
第

２
節

か
ら

第
４

節
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

第
４

項
 

地
震

に
強

い
ま

ち
づ

く
り

 
 

第
１

節
 

ま
ち

の
不

燃
化

・
耐

震
化

 
 

１
 

防
災

上
重

要
な

建
築

物
の

耐
震

性
確

保
の

推
進

 
 

 
 

（
略

）
 

 
２

 
一

般
建

築
物

の
耐

震
性

強
化

 
 

(
1
)
 木

造
住

宅
耐

震
診

断
・

耐
震

補
強

工
事

費
補

助
制

度
等

に
よ

る
木

造
住

宅
の

耐
震

化
促

進
 

 
 

 
（

略
）

 
 

(
2
)
 
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

建
築

物
等

の
規

制
に

よ
る

推
進

 
 

 
建

築
物

の
敷

地
、
構

造
及

び
用

途
等

が
建

築
基

準
法

に
適

合
す

る
よ

う
、

県
で

は
建

築
確

認
審

査
業

務
 

を
と

お
し

た
指

導
を

行
っ

て
い

る
。

 
 

(
3
)
か

ら
(
4
)
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 ３

か
ら

５
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

６
 

河
川

等
の

整
備

 
 

(
1
)

 河
川

施
設

の
安

全
性

の
確

保
 

 
 

 
（

略
）

 
 

(
2
)
 
消

防
水

利
の

強
化

 
 

 
河

川
水

利
用

の
消

火
活

動
に

資
す

る
た

め
、
必

要
に

応
じ

て
河

川
堤

防
や

河
岸

か
ら

水
辺

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
の

改
善

を
図

る
。
（

坂
路

や
階

段
の

設
置

、
緩

傾
斜

護
岸

の
採

用
等

）
 

 
 

ま
た

、
水

道
管

等
の

被
災

に
よ

る
消

防
水

利
の

不
足

に
備

え
る

た

第
３

項
 

民
生

安
定

の
た

め
の

備
え

 
 

第
１

節
 

避
難

対
策

計
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１
か

ら
５

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
６

 
行

政
区

域
を

越
え

た
広

域
避

難
の

調
整

 
 

 
一

般
対

策
編

第
２

章
第

１
４
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「

避
難

対
策

」
お

よ
び

第
３

章
第

６
項

第
２

節
「

避
難

計
画

」
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準
用

す
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。
 

 
第

２
節
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第
４

節
ま
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（

略
）

 
 

 
 

第
４

項
 

地
震

に
強
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ま

ち
づ

く
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第
１

節
 

ま
ち

の
不

燃
化

・
耐

震
化
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防
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重

要
な

建
築

物
の

耐
震

性
確

保
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推
進

 
 

 
 

（
略

）
 

 
２

 
一

般
建

築
物

の
耐

震
性

強
化

 
 

(
1
)
 
木

造
住

宅
耐

震
診

断
・

耐
震

補
強

工
事

費
補

助
制

度
等
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よ

る
木

造
住

宅
の

耐
震

化
促
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（

略
）

 
 

(
2
)
 
建

築
基

準
法

に
基

づ
く

建
築

物
等

の
規

制
に

よ
る

推
進

 
 

 
建

築
物

の
敷

地
、

構
造

及
び

用
途

等
が

建
築

基
準

法
に

適
合

す
る

よ
う

、
県

で
は

建
築

確
認

審
査

業
務

等
を

と
お

し
た

指
導

を
行

っ
て

い
る

。
 

 
(
3
)
か

ら
(
4
)
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 ３

か
ら

５
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

６
 

河
川

等
の

整
備

 
 

(
1
)

 河
川

施
設

の
安

全
性

の
確

保
 

 
 

 
（

略
）

 
 

(
2
)
 
消

防
水

利
の

強
化

 
 

 
河

川
水

利
用

の
消

火
活

動
に

資
す

る
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

河
川

堤
防

や
河

岸
か

ら
水

辺
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

の
改

善
を

図
る

。
（

坂
路

や
階

段
の

設
置

、
緩

傾
斜

護
岸

の
採

用
等
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ま
た
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水
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よ
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応
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1
8
 

     

め
、

用
水

路
、

た
め

池
等

の
活

用
を

図
る

。
 

  
（

新
規

）
 

    
第

２
節

か
ら

第
６

節
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

第
３

章
か

ら
第

６
章

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

  

め
、

用
水

路
 

 
 

 
等

の
活

用
を

図
る

。
 

 
７

 
空

家
等

の
状

況
の

確
認

 
町

は
、

平
常

時
よ

り
、

災
害

に
よ

る
被

害
が

予
測

さ
れ

る
空

家
等

の
状

況
の

確
認

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 
 第

２
節

か
ら

第
６

節
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
  

第
３

章
か

ら
第

６
章

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
 

県
か

ら
の

指
摘

事
項

へ
の

対
応

 
 岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 

 



輪
之

内
町

地
域

防
災
計

画
（

原
子
力

災
害

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
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頁
 

現
計

画
 

修
正

案
 

修
正

理
由

 

     
3
 

                
2
5
 

            

 第
１

章
 

総
則

 
第

１
節

か
ら

第
３

節
ま

で
 

（
略

）
 

 第
４

節
 

計
画

の
作

成
又

は
修

正
に

際
し

遵
守

す
る

べ
き

指
針

 
地

域
防

災
計

画
（

原
子

力
災

害
対

策
編

）
の

作
成

又
は

修
正

に
際

し
て

は
、
原

災
法

第
６

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
「

原
子

力
災

害
対

策
指

針
」

（
平

成
2
4
年

1
0
月

3
1

日
策

定
。
令

和
3
年

7
月

2
1
日

最
終

改
訂

。
以

下
「

指
針

」
と

い
う

。
）

を
遵

守
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 第
５

節
か

ら
第

８
節

ま
で

 
（

略
）

 
 

第
２

章
 

原
子

力
災

害
事

前
対

策
 

第
１

節
か

ら
第

９
節

ま
で

 
（

略
）

 
 

 
第

１
０

節
 

救
助

・
救

急
、
医

療
、
消

火
及

び
防

護
資

機
材

等
の

整
備

 
１

か
ら

３
ま

で
 

（
略

）
 

 
４

 
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

等
の

整
備

 
 

 
町

は
、
平

常
時

か
ら

県
、
原

子
力

事
業

者
等

と
連

携
を

図
り

、
原

子
力

施
設

及
び

そ
の

周
辺

に
お

け
る

火
災

等
に

適
切

に
対

処
す

る
た

め
、

消
防

水
利

の
確

保
、

消
防

体
制

の
整

備
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
(
1
)
 町

は
、

国
及

び
県

と
協

力
し

、
応

急
対

策
を

行
う

 
 

 
 

 
１

１
１

１
１

１
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

を
あ

ら
か

じ
め

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
2
)
 町

は
、
応

急
対

策
を

行
う

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

、
平

常
時

よ
り

、
国

、
県

及
び

原
子

力
事

業
者

と
相

互
に

密
接

な
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 ５

 
物

資
の

調
達

、
供

給
活

動
 

（
略

）
 

 第
１

章
 

総
則

 
第

１
節

か
ら

第
３

節
ま

で
 

（
略

）
 

 第
４

節
 

計
画

の
作

成
又

は
修

正
に

際
し

遵
守

す
る

べ
き

指
針

 
地

域
防

災
計

画
（

原
子

力
災

害
対

策
編

）
の

作
成

又
は

修
正

に
際

し
て

は
、
原

災
法

第
６

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
原

子
力

規
制

委
員

会
が

定
め

る
「

原
子

力
災

害
対

策
指

針
」

（
平

成
2
4
年

1
0
月

3
1

日
策

定
。
令

和
4
年

7
月

6
日

最
終

改
訂

。
以

下
「

指
針

」
と

い
う

。
）

を
遵

守
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
第

５
節

か
ら

第
８

節
ま

で
 

（
略

）
 

 
第

２
章

 
原

子
力

災
害

事
前

対
策

 
第

１
節

か
ら

第
９

節
ま

で
 

（
略

）
 

 
 

第
１

０
節

 
救

助
・

救
急

、
医

療
、
消

火
及

び
防

護
資

機
材

等
の

整
備

 
１

か
ら

３
ま

で
 

（
略

）
 

 
４

 
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

等
の

整
備

 
 

 
町

は
、
平

常
時

か
ら

県
、
原

子
力

事
業

者
等

と
連

携
を

図
り

、
原

子
力

施
設

及
び

そ
の

周
辺

に
お

け
る

火
災

等
に

適
切

に
対

処
す

る
た

め
、

消
防

水
利

の
確

保
、

消
防

体
制

の
整

備
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
(
1
)
 町

は
、

国
及

び
県

と
協

力
し

、
被

ば
く

の
可

能
性

が
あ

る
環

境
下

で
活

動
す

る
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

を
あ

ら
か

じ
め

整
備

す
る

も
の

と
す

る
。

 
(
2
)
 町

は
、
被

ば
く

の
可

能
性

が
あ

る
環

境
下

で
活

動
す

る
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

、
平

常
時

よ
り

、
国

、
県

及
び

原
子

力
事

業
者

と
相

互
に

密
接

な
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 ５

 
物

資
の

調
達

、
供

給
活

動
 

（
略

）
 

         時
点

修
正

 
                岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

の
修

正
（

防
災

基
本

計
画

の
修

正
）

 
      



輪
之

内
町

地
域

防
災
計

画
（

原
子
力

災
害

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
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3
7
 

          
4
0
 

          

 第
１

１
か

ら
第

１
７

章
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 
 

第
３

章
 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 

 
第

１
節

か
ら

第
２

節
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

第
３

節
 
活

動
体

制
の

確
立

 
 

１
か

ら
６

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
７

 
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
 

 
(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

（
略

）
 

 
(
3
)
 
防

災
業

務
関

係
者

の
放

射
線

防
護

 
 

①
～

③
ま

で
 

（
略

）
 

 
④

町
は

、
応

急
対

策
活

動
を

行
う

 
 

 
 

 
 

 
 

 
町

の
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。
 

⑤
町

は
、
応

急
対

策
を

行
う

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
職

員
等

の
安

全
確

保
の

た
め

、
対

策
拠

点
施

設
等

に
お

い
て

、
国

、
県

及
び

原
子

力
事

業
者

と
相

互
に

密
接

な
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 第

４
節

 
屋

内
退

避
、

避
難

収
容

等
の

防
護

活
動

 
１

か
ら

２
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

３
 

広
域

一
時

滞
在

 
(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 （
新

規
）

 
 

  ４
か

ら
９

ま
で

 
 

 
（

略
）

 
 

 第
１

１
か

ら
第

１
７

章
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
３

章
 
緊

急
事

態
応

急
対

策
 

 
第

１
節

か
ら

第
２

節
ま

で
 

 
 

 
（

略
）

 
 

 
 

第
３

節
 
活

動
体

制
の

確
立

 
 

１
か

ら
６

ま
で

 
 

 
 

（
略

）
 

 
７

 
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
 

(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

（
略

）
 

 
(
3
)
 
防

災
業

務
関

係
者

の
放

射
線

防
護

 
 

①
～

③
ま

で
 

（
略

）
 

 
④

町
は

、
被

ば
く

の
可

能
性

が
あ

る
環

境
下

で
活

動
す

る
町

の
防

災
業

務
関

係
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
資

機
材

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。
 

⑤
町

は
、
被

ば
く

の
可

能
性

が
あ

る
環

境
下

で
活

動
す

る
職

員
等

の
安

全
確

保
の

た
め

、
対

策
拠

点
施

設
等

に
お

い
て

、
国

、
県

及
び

原
子

力
事

業
者

と
相

互
に

密
接

な
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
 第

４
節

 
屋

内
退

避
、

避
難

収
容

等
の

防
護

活
動

 
１

か
ら

２
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

３
 

広
域

一
時

滞
在

 
(
1
)
か

ら
(
2
)
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 (
3
)

 
広

域
避

難
の

実
施

に
あ

た
っ

て
、

町
、

県
、

国
は

「
岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

（
一

般
対

策
編

）
」

に
規

定
す

る
役

割
を

担
う

も
の

と
す

る
。

 
 ４

か
ら

９
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 

                岐
阜

県
地

域
防

災
計

画
の

修
正
（

防
災

基
本

計
画

の
修

正
）

 
          岐

阜
県

地
域

防
災

計
画

と
の

整
合

 



輪
之

内
町

地
域

防
災
計

画
（

原
子
力

災
害

対
策
編

）
新

旧
対
照

表
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 第
５

節
か

ら
第

１
１

節
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
４

章
 

原
子

力
災

害
中

長
期

対
策

 
 

 
（

略
）

 
 

 第
５

節
か

ら
第

１
１

節
ま

で
 

 
 

（
略

）
 

 第
４

章
 

原
子

力
災

害
中

長
期

対
策

 
 

 
（

略
）

 
 

 



　 現行

主　 要

地方道

1 2 3 5 9 20 800 829

実延長(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,668.6 277,355.9 307,285.7

改良済(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 15,522.4 9,640.9 138,052.9 163,216.2

未改良(ｍ) 0 0 0.0 0.0 738.8 4,234.3 139,303.0 144,276.1

改良率(％) 100 100 100 100 95.5 70.5 49.8 53.1

実延長(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,667.8 277,350.6 307,279.6

舗装済(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,642.0 216,298.4 246,201.6

未舗装(ｍ) 0 0 0 0 0 26.6 61,057.5 61,084.1

舗装率(％) 100 100 100 100 100 99.8 78.0 80.1

橋梁数 0 9 21 30 14 28 312 354

実延長(ｍ) 0 462.0 196.7 658.7 80.4 134.3 1,262.2 1476.9

木橋数 0 0 0 0 0 0 0 0

永久橋 0 9 21 30 14 28 312 354

修正後

主　 要

地方道

1 2 3 5 9 20 800 829

実延長(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,668.6 277,324.5 307,254.3

改良済(ｍ) 666 7,152.7 19,217.9 26,370.6 15,522.4 9,640.9 138,433.7 163,597.0

未改良(ｍ) 0 0 0.0 0.0 738.8 4,027.7 138,890.8 143,657.3

改良率(％) 100 100 95.9 97 95.5 70.5 49.9 53.2

実延長(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,668.6 277,324.5 307,254.3

舗装済(ｍ) 666 7,152.7 20,039.4 27,192.1 16,261.2 13,642.0 217,700.8 247,604.0

未舗装(ｍ) 0 0 0 0 0 26.6 59,623.7 59,650.3

舗装率(％) 100 100 100 100 100 99.8 78.5 80.6

橋梁数 0 9 21 30 14 28 311 353

実延長(ｍ) 0 462.0 198.0 660.0 80.4 134.3 1,259.5 1474.2

木橋数 0 0 0 0 0 0 0 0

永久橋 0 9 21 30 14 28 311 353

国道：「道路現況調査」より、県道：「令和4年度　道路現況(安八郡輪之内町(3829))」、町道：「道路台帳調書」より

路 線 数

改
　
良

舗装・未舗装別

舗
　
装

橋
 
梁

計 １級 ２級 その他 計

別紙１

道路・橋梁の現況

区分 国道

県　　　　　 道 町　　　　　　　道

（令和3年4月1日現在） （令和4年4月1日現在）

一般 計 １級 ２級 その他 計

路 線 数

（令和4年4月1日現在） （令和5年4月1日現在）

国道：「道路現況調査」より、県道：「令和3年度　道路現況(安八郡輪之内町(3829))」、町道：「道路台帳調書」より

改
　
良

舗装・未舗装別

舗
　
装

橋
 
梁

道路・橋梁の現況

区分 国道

県　　　　　 道 町　　　　　　　道

一般


